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平成２８年和束町決算特別委員会

○委員長（竹内きみ代君）

皆さん、おはようございます。

昨日１５日に引き続き、決算特別委員会を再開いたします。

委員の皆様にお願いいたします。

本委員会は、平成２７年度の決算特別委員会です。２７年度の事務事業の審査に関

連する質疑をお願いします。

それでは、質疑を続けます。

９番、岡田 勇委員。

○９番（岡田 勇君）

おはようございます。

１８ページの地域住民生活等５０２万６,６００円ですか、これのことと、それか

ら、６８ページ、体験交流センターの１９７万７,１８４円、これは入りですね。こ

れを細かく説明お願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

ただいまご質問がございました１８ページでございます。

地域住民生活等緊急支援５０２万６,６００円でございますが、これにつきまして、

地方創生交付金でございまして、体験交流センターのたたみの入れかえと、それから

アルミ製の網戸ですね、それとクーラー、それから冷蔵庫と冷蔵庫の修理ということ

で、そのための交付金でございます。

また、今おっしゃいました６８ページの１９７万７,１８４円につきましては、広
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域連合のほうに施設をお貸ししておりますので、その負担金というんですか、使用料

と、あと、１８ページにあります援農支援という中で、光熱水費が過去よりもかなり

上がりましたので、その分の光熱水費の負担としていただいたということでございま

す。

よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田 勇委員。

○９番（岡田 勇君）

１８ページですけれども、５００万円、これはたたみ、それからクーラー、その他

ですね、それを細かく、どれが金額的に。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

お答えいたします。

それにつきましては、出のほうを見ていただかないと。

９４ページでございます。おあけください。

９４ページの１１節修繕費２６８万８,３３４円、この部分でたたみと網戸、それ

から冷蔵庫の修理が当たっております。

それから、１５節の工事請負費の中でエアコン取付工事他体験交流センターと、そ

れから１８節の備品購入費の中で庁用器具費ということで、体験交流センターにクー

ラー４台、冷蔵庫１台の２３７万８,１６０円の中に当たっているということでござ

います。

よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田 勇委員。
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○９番（岡田 勇君）

今、説明いただいた修繕費２６８万８,０００円というのは、たたみとかその他で

すね、それからエアコンの取りつけ、クーラーの件、それから器具、これを全て足し

て５０２万６,６００円、それが体験交流センターに新しくし直した分全部ですか。

あと、まだ何か残っていますか。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

お答えいたします。

入りに対しての出の配分がどこまでいっているか細かいところで、今回、今、言い

ました出のほうの合計額につきましては、通常の単費的にのっている修繕とかもござ

いますので、一律この入りと出を足したところで同じにはなりませんが、そのお金の

中に当たっているということでございますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田 勇委員。

○９番（岡田 勇君）

数字はそれとして、次の６８ページの体験交流センターの１９７万７,８８４円、

これはどういうことですか。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

これにつきましては、去年の４月から７月に援農プログラムということで、本町の

新規就農者であったり、それから援農者であったりというようなプログラムを雇用促

進協議会等でやっていただいているところなんですが、光熱水費、電気・ガス・上下
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水道費が昨年４月から７月分がかなり高額になったというところでございまして、そ

の分と相楽東部連合負担金の分でございます。

詳しいところを申し上げますと、電気代がその時期ですね、前年の４カ年の平均か

ら比べますと９万２,０００円、それからガスが２１万４,０００円、それから水道代

が１９万８,０００円ということで、単年におきましては、前年の４年分よりかなり

高額になりましたので、援農プロジェクトの分がかなり上がっておるということでご

ざいまして、相楽東部連合負担金の計算とそれから援農プログラムと本町、従前から

見ておりますけど、その分を勘案しまして、その時期を再計算させていただきまして、

３者の負担の中で２者、支援事業と相楽東部連合の負担金ということで１９７万７,

１８４円をお受けしているということでございます。

具体的に言いますと、援農支援事業４５万４,６９２円、東部連合のほうから７２

万４,４９１円、和束町の負担分として、その時期だけですけども、１３万１,０２２

円というような形で計算させていただいた分がこの中に入っているということでござ

いますので、よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田委員。

○９番（岡田 勇君）

ということは、援農者の宿泊といいますか研修所といいますか、それでわずかな時

間というところからいただいたということですね。

それと、それは物差しがないとね、今、課長が言わはった４年後からさかのぼって

きたけども、その間だけふえているということですね。それが２８年度かて当然いた

だかないかん。その辺の物差しがきっちりできてないと、やはり納める側は行政に納

めますので、きっちりしたことをしやんと、１円マデ間違うてたらいかんということ

ですね。その辺はできてますか。

○委員長（竹内きみ代君）
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農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

前年かなり急激に上がってまして、今おっしゃったように、過去４年間の平均から

するとかなり高額であるということでございましたので、また、その経緯を踏まえま

して、ことしもお願いしようかとしておりますけども、ただ、９月分の水道代の請求

がまだ検針できておりませんので、これが終了いたしましたら、その分につきまして

ご負担願うというようなことと考えておりますので、よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田 勇委員。

○９番（岡田 勇君）

ということは、去年の５月から５月、６月、７月、その３カ月が極端に上がったと。

それでやったら４０何万円になったと。その前はもっと少なかったということですね。

ことしは、そうすると同じようにしたら４０何万円になってくるんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

極端に多いのが上下水道とガス代ということで、それに使われるものはお風呂とか、

そういったものだとは思うんです。前年の経験がある中で、どのような形でされるか

わかりませんし、私どもも集計しているわけではございませんので、今後する事務処

理として扱わさせていただこうとは思っておりますが、そのあたりどのように工夫さ

れているかはわからないんですが、お願いはしていくという予定でおりますので、よ

ろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）
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９番、岡田委員。

○９番（岡田 勇君）

私が聞きたいのは、去年は４０何万円上がったと。ことしは恐らくそれぐらい上が

らなんはずですけども、使用するのに、援農者に水は使ったらだめとか、そういうこ

とを言われているということを聞いたんです。そしたら、当然、去年よりもことしの

ほうが少なくなっているはずですね。だけど、そういう状況を言うこと自身が私とし

たらおかしいと。水道もそういう要るものは当然ですね。だけど、どなたかが使って

もらったら困ると。節約してくれということをおっしゃったのが何の目的でそういう

ことをおっしゃったのか。当然要るものは、どうあろうと仕方がないですね。それを

抑えるということは何が目的で抑えるのか。援農者が働いてきて返ってきたら８、当

然女の人だったら髪も洗わないかん。もちろん男よりも多分水の量は多いと思います

よ。だけど、それをしたらだめだとかいうのは、目的がわからんのです。何のために

多くなるのは困るのかという、つまりそういうことを私は聞きたかったんです。何か

目的があるはずなんですね。目的があらなそういうことを言えません。当然、もっと

使ったらだめやでということを言えるはずがないもん。それは私、疑問点があるんで

すよ。

もう１点は、ワヅカなジカン、これは町長にもちょっとお話ししたんですけど、雇

用促進協議会ありますね。これはＪＡの支店長とか商工会長とか、それから活性化の

理事長、有機茶研ですか、そういう人とか、それから学識経験者が入って雇用促進協

議会というのができておると聞いております。それの会長は町長です。事務局は農村

というふうに聞いておるんですけども、そこから分かれて、結局、ハーブをつくった

りとか担い手とか、そういう事業をされていると。今回のやつはワヅカなジカンとい

うて、担い手がその辺の枝のほうでワヅカなジカンという会社か個人名か知らんので

すけども、その方がおられて、ＡならＡという方がおられて、そこでいろいろ援農者

を募って、それで茶農家へお助けですけども、行っておるというぐあいに聞いておる
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んですけど、それを課長わかっておられますか。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

お答えいたします。

和束町雇用促進協議会につきましては、事務局といいますより雇用促進協議会が動

いていただいているというところでございまして、その中の事務局長という形で私が

位置づけされているということで、会長に町長がという形でございまして、課という

よりは私が事務局長という形で決裁はさせていただいているところでございます。

ワヅカなジカンというのは、雇用促進協議会の３年ほど前ですね、そのプロジェク

トという形の中で発生したというようなところで、今おっしゃっていただいたように、

農家さんにつきましては皆さん喜んでいただいて、忙しい時期に、手が欲しい時期に

来ていただくというのは大変ありがたいということでございますし、そのシステムの

プログラムの中には、和束町を知っていただいて、新しい若い方が就農していただけ

たらというようなことで、そういったカリキュラムの中でも動いております。

その中で一定のお金をいただいてやっておられるようですし、今、学習されている

方に対して新たな負担は求めんということになれば、運営的なところ、講習費的なと

ころで若干お金がかかってくるということの中で、運営全体として抑えてくださいよ

というのかどうか私はわからんところでございますけども、やはりそういった全体的

な分もあるのかなというふうには思います。

お風呂につきましても、昨年、４０万円か５０万円ほどいただいているということ

でございますし、首謀者の方に聞いておりましたら、町営のお風呂、共同浴場、今ま

で沸かして捨てて、沸かして捨ててということではかなり大きなお風呂のお湯をどう

いうクールで入れかえているかわかりませんけども、焚いて入れかえてというような

こともされていると思いますんで、ことしは共同浴場を進めていきたいというような
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ことを初めのほうですね、聞いていたようなところもございますので、そういった形

でやられているというふうに思いますので、よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田委員。

○９番（岡田 勇君）

ふろの水とか使い過ぎとか、シャワーの使い過ぎというような話が出ているんです

けどね、受けるほうはそういう研修をされて、定住政策含めて和束でやっていく気持

ちでされているという目的については何ら問題ないんです。ありがたいことです、農

家さんも喜んでいただいていますから。しかしながら、そこで働いている人たちは、

一生懸命働いて、楽しくここで働くというと語弊になりますので、ちょっとお助けす

るのにいろいろあるのに、その人らの環境も、やはりその人らが喜んで次来ますわと

か、定住政策で和束に住みたいという、そういう環境づくりは行政は必要やと思うん

ですよ。

そこでですね、聞いた話ですからわかりませんけども、まず１回目来たときに、５

月に来たときに、その人らに手つけやないけども、申し込み料として５万５,０００

円を渡すと。それで毎月５万円５,０００円。その内訳は何だと聞いたら、５万５,０

００円の内訳は、１カ月３０食分のお金、７００円としたら２万１,０００円。とり

あえず５万５,０００円から２万円。大体引きますと３万５,０００円。それから、１

人の電気代、水道代、光熱費、１万円つきますか。その人らはほとんど昼はいないん

ですよ。１万円もつかんと思うんですわ。大体５,０００ぐらいです。そうすると、

２万５,０００円。残りで３万円。３万円が一体どこへ消えるのか。１人で３万円で

すよ。ということは、２０人だったら６０万円、ざっと計算しただけで。３カ月だっ

たら１８０万円。その膨大な１００万円単位の金がどこへ消えているのか。その辺は

ご存じですか。

○委員長（竹内きみ代君）
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農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

その差し引きの最終、今おっしゃっていただいたお金の中の最終の詳細までは、私

は聞いてはおりませんけども、５万７,０００円のカルチャーというんですか、文化

体験ですね、和束町の体験をしていただいて、今、言いましたように、座学というこ

とで、農業大変ですけども、援農が終わってから講演会というんですか、プロジェク

ターを見ながらと、和束町の歴史とかいうことも学んでいただいておると聞いていま

すし、そのあたりの運営的に講師代というような部分も使われているでしょうし、今

おっしゃったように緻密に計算されたところの数字はわかりませんけども、とりあえ

ず申し込みされているところで、毎月１０万円程度は残りますよというようなことで

募集の部分もできているということも聞いておりましたので、３カ月いる中で手元に

は毎月１０万円程度が残るという、その中での申し込みだと思っておりますので、参

加者の方はいろいろあるでしょうけども、そこは踏んでいただいて参加されているの

だというふうに思っております。

よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田委員。

○９番（岡田 勇君）

その方の一方的な話を聞いておられることで、現実的にあなたが見たわけでも、領

収証を見たわけでもないでしょう。ただ、漠然と５万５,０００円から、今、私が数

字言うた２万５,０００円、あと３万円が残る。その３万円が２０名、１５名でもよ

ろしいやん、４５万円になる。４５万円が１カ月にそういう講習とか、そういう世話

ができてますかということを聞きたいんですよ。

毎日毎日講習したって誰がしはるの。講師を呼んでくるんですか。だから、恐らく
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私の感ではそんなにされてへんはずや。ただ、されていることは事実ですよ。だから、

そんなに莫大な金というたら非常に語弊になりますけども、４０万円、５０万円を１

カ月で費やせるかどうかということです。そんなものは恐らく１０万円でおさまって

いるでしょう、想像から言うたら。逆ですわ。残るのは５０万円残ってあるか、４０

万円残ってあるねん。それを３カ月やったら１００何万円なんですよ。だけど、それ

もよし。そやけど、１００何万円だったら、それをちゃんと正式に自分とこの企業と

して申告をしているのか。税金を納めてもらっているのか。３カ月の間に１００数万

円の利益を得ているとするならば、そういうことも行政指導というたらおかしいけど

ね、チェックしてもらわんと、これがずっと続いたら、もちろんその人が一生懸命や

っておられるから、利益を得てもいいですけども、そういう無駄な金の、それをいた

だく相手が年間２０人、１５人来はった人には、結局、ようけとられているから、も

う行きたくないねやとか、住むとこが便利悪いとか、そういうことが出てきたら、和

束のイメージが壊れますよね。だから、利益主義じゃなくて奉仕的なことを私はそう

思っておるんです。

この辺、町長いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

はい、お答えいたします。

今回のプロジェクトは、そもそも雇用促進協議会の一環として取り組まれている。

これは厚労省がバックアップ、費用は１００％厚労省と、こういう形の中で組まれて

いる内容であります。

そういう中で、和束町はまず雇用促進協議会と話をし、活性化体験交流センターも

活性化体験交流センターの使用規定に基づいてお貸ししていると、こうです。それを

受けて、雇用促進協議会は、体験交流センターは派遣的なもので、また泊まってもら
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うもんではありません。旅館業もやっておりませんし、民宿でもありませんから、そ

の中で、今、岡田委員が言われましたように、まずは座学とか何とかいう話をしてい

ましたけども、和束町についての話とか、農業についての話とか、そういうものをや

っていかなきゃならん。それとサポートをしていかなきゃならない。皆、任せっ切り

でというわけにはいきませんので、サポートを置かなきゃならん。

先ほど朝の弁当の話がありましたが、３０食、それで２万何ぼという計算をされま

したけども、そこで抜けておりますのは、いわゆる朝食とかほかのものがみんなでど

う出し合ってやるかとか、そういう問題もあります。そして、お世話した人には、確

かに企業に入り、企業の中で給与をもらっておりましたら、収入があります。その収

入を含めて、今度は税金のところでは所得計算をされます。そして、この人について

は、ほかにも行かれておりますから、ほかのいろんな業務をこれだけでは１年間生活

ができるわけでもありませんので、その方にそういった収入があれば、当然、含めて

申告もされてくるだろうと、このように思っているところであります。

そういう意味で、第一的には、和束町はそこを直接に当たるんやなしに、真ん中に

雇用促進協議会があります。当然、私が会長でありますが、組織としては別でありま

す。和束町が雇用促進協議会に話しして、そして雇用促進協議会は援農、ゆうあんビ

レッジという合名会社があるわけなんですが、そことの契約の中でやられている、そ

の中がこの一環であろうと思います。

この中で和束町としてこれを多として認めている大きな原因は、今、岡田委員も言

われましたように、農家が困っておられるところに援農すると。そして、この機会に

和束町へ移住していただく。まずは婚活の場であり、結婚の場にもなるだろう。今ま

での実績では、そうして２人ないし３人が和束町に移住してきてくれております。ま

た、こういう援農の中から結婚というところに進んでいったケースもあると聞いてお

ります。

こういうふうに、これからも和束町にこういった雇用の場を創出していくという事
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業を続けていくことは、岡田委員も言われましたように非常に重要なことであります

が、今、岡田委員もいろいろと疑義を感じておられるところがあるわけでありますの

で、これは今後の運営においてもそういったことを十分参考にさせていただいて、そ

して、この事業がつぶれることじゃなしに、将来、和束町にとっても発展していくた

めにも、こういった疑義が生じるよりでは、せっかく頑張ってくれている者が非常に

ショックを受けることにもなりますので、そうしないためにも、今後、事務局からも、

それも含めて、今回いただいているご質問等も参考にしながら、今後の運営に、また

サポートに努めてまいりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

９番、岡田委員。

○９番（岡田 勇君）

今、町長がおっしゃいましたけども、まさにそのとおりなんですけどね、農家さん

は助かっている。援農者には夜に御飯を食べさせたり、いろんな手だてをされてます。

援農者は帰ってきてから、働く者も権利がありますからね、いいほうばっかり見てな

いで、こっちのほうのことも町長とか理事長が見に行けとは言いませんけども、担当

者には何回に１回はこんなんやいう、その環境づくりを、もしか不満でも出たら、そ

れが一つの命取りになってしまったら大変なことになりますので、できるだけそうい

うことに気配りをして、お互いに喜んでもらえる、そういうことをお願いしたい。

もう一つは、ワヅカなジカンのされている方、当然、一生懸命されると思いますけ

ど、妥当な金額、これだったら当たり前だということぐらいはチェックいうとおかし

いけど、その辺のことだけは十分注意して。というのは、お金はこちらとしては４０

何万円でもいただくわけですから、その辺を十分注意をして、それでやっていただき

たいと思います。
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以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

８番、小西委員。

○８番（小西 啓君）

今の岡田委員からの質問に関しまして、私、監査委員ですので、余り今までの監査

委員さん、いろんな決算報告の中で発言されたということは記憶にないんですけれど、

はっきり言って、私は、こういう協議会とかいろんなところにひっついてきてお金も

うけをするやからがいるような気がしてしょうがないんですよね。ということは、お

金の流れというより、１人に係る金額がどのぐらいやと今、言われただけでも、はっ

としただけでも全然計算がってんいかないんですよね。その辺のところがあるから、

行政のこういうようなやり方のところにひっついてくる寄生虫みたいものがいると思

うんですよ。言葉は悪いですけど、寄生虫ですよ、はっきり言って。何でこういう状

態が起こって、このようなことが議会の中で質問してそれを町長が答えないとだめか、

担当の課長が答えないとだめか、少しおかしいと思うんですよ。

私、岡田委員の聞かれているところから聞いたん違いますよ。私は別途の方からこ

の問題を聞いてましたけどね、ちょっとおかしい。その辺のことをどういうふうに思

われているんですか、町長も担当の東本課長も。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

小西委員のご指摘のところ、確かに、どういった形でなっとるんやというところで、

私どもが答弁させていただいておりますけども、そのあたり、岡田委員のお話もあり

ましたように精査いたしまして、今後そのあたりはきっちりと整理していきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
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○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

今、小西委員からいただきましたご質問の中に、いろいろと例を挙げてご質問いた

だきましたが、その例を挙げられたとり方は、私はそのようにはしておりません。や

っぱり日本国内住民、それぞれ頑張っておられる方がある。そういう方たちに一つで

も農業を理解していただく、また和束町を理解していただく、こういったことを国と

ともに、雇用促進協議会は厚労省の委託事業を受けてやっているということですので、

これは国の事業としてやらせていただく。

そういう中で、金銭的なことは私たちは余りわかりませんが、やはりハローワーク、

そういったところと十分協議して決められている。そういった条件を提示して、その

条件のもとにかなった方が来ていただくと、こういうことであろうかと思います。

しかしながら、住民にも国民にもそれぞれいろんな考えもあり、主観の考え方も持

っておられます。そういう中で衝突するときもあったり、いろいろありますので、先

ほど岡田委員が言われましたように、非常に管理をきちっとやっていかなきゃならん

と、この辺のところは理解できますが、言葉二つ、三つ、私もそういう言葉が適当か

適当でないかというところでちょっと困るところがありますので、その辺のところに

ついては、私はそのようには理解せずして、一般的な答弁といたしておりますので、

ご理解のほうをよろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

８番、小西委員。

○８番（小西 啓君）

私、寄生虫と言うたのは間違いではないと思っております。それにひっついてくる

金もうけする人ですか。私は何も援農の来てくれはる方のことを言っているんじゃな

いですよ。それにひっついて手配師みたいなことをやっている人のことを言うてるん
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ですよ。行政のやることに、そうして今までそんなんいっぱいついてくるじゃないで

すか。そのことを言っているんですよ。援農に来てくれはる方は物すごく助かります

よ。それにひっついて、そして手配師みたいなことをやっている人はどうなんですか。

その人を寄生虫と言っているんですよ、はっきり言って。それ、どこが違うんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

はい、わかりました。

今の小西委員の質問にお答えさせていただきたいと思います。

援農に来ていただく方というのは、一生懸命、何とか努力していこうと頑張ってい

ただいて、理解している。これは今も言われましたが、そういう事業にひっかかって

いるということの話を今されました。私もそういういろんな面にはならんように、い

わゆるこれからも厚労省なり、またハローワークの指導を十分受けながらこうした事

業を進めてまいりたいと、このように思いますので、十分その辺のことも頭も入れな

がらこの事業を推進してまいりたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

８番、小西委員。

○８番（小西 啓君）

町長、来ていただく方、そして、きつい労働を少しでも助けてあげようかという人

から明朗会計のこれだけかかって、これだけ出していただきますよ。ですから、これ

だけ頂戴いたします。これだけ負担してくださいというのは当たり前です。それも全

然わからない、どこかへ消えたというような計算になるようなことをしたら、今度来

てくれる方は、やはり皆さん友達、その人たちのグループというのがいろいろあるん

ですよ。和束町に行ってんけど、こんなんやってん。これは関西弁です。そやさかい

に、きついで、えぐいで、あそこはって、こういうようなことになったら来てくれる
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方も来てくれなくなりますよ。その辺のことをよく考えて、行政の金、１円でも入っ

ているんやったら、税金が１円でも入っているねやったら、もっと明朗会計、そして

皆さんに全部わかるようなことをやらないとだめですよ。こんなこと自体が議会の中

で質問出て議論せんならんことと違うんですよ。おかしいですよ。それだけもう一度

よく考えた、この援農の来てくれはる人たちのことを考えてやっていかないとだめだ

と思っております。

それと、きのう全員協議会がありましたけれど、これからもう少し議会のほうも考

えていかないとだめなのは、議会が４時ごろ終わってから全員協議会やって、そして

あのような問題にもっと質問もたくさんあると思うんです。１０人いるんですから、

１人５分やっても５０分かかるんですから、やはりやり方、もう一度、持っていき方

も考えないとだめだと思います。

臨時議会を入札１件のために開いているんじゃないですか。あんな大事なことを議

会が終わった後、やることと違うでしょう。やはりそれは行政が議長、副議長、議運

の委員長に頼んでこういうような時間をとるということは、そこでぱっぱっぱっとご

まかしてやるという仕方と一緒じゃないですか。前のときの草水課長が一生懸命、１

時間ほど朗読したことがあったでしょう、何年計画のときに。それでも議運の終わっ

た後でしょう。議会の終わった後でしょう。そういうようなやり方はだめだと。いつ

までたってもそういう体質が変わってない。あのときしゃべったのは、私と岡田委員

と岡田泰正議員がしゃべらせてもらっただけでしょう。ほかの委員さん７人は黙って

いたでしょう。そういうことがあったらだめですよ。もう少し議会事務局長もしっか

り日程のとり方をせなあかんよ。

以上。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）
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それでは、きのうの続きになりますけども、災害対策に関係して、防災計画の見直

しが２７年５月付で策定されたということで質問させていただきました。その際に、

いわゆる中学校の避難所指定について、現場、また教育委員会との連携が十分できて

なかったということで、今後教訓にしたいという話が担当課長からありましたけども、

この防災会議というのは、どういうメンバーでされているかということを一応資料編

の中に載ってましたんで確認をしましたけども、いわゆる教育委員会の教育長も入っ

ているわけですよね、防災会議に。ということは、この防災計画の見直しについて議

論にも入っておられたし、これでいきましょうということにも最後同意されていると。

そのメンバーに教育委員会の教育長も入っておられるというのがあると思うんですよ

ね。なのに、そのことが現場に伝わらない。ここはやはりどういうことなのかですね。

いわゆる防災会議という場が形ばかりの場になってないのかどうか。普通、そこで確

認しているんであれば、中学校が新たに避難所に指定されたということで、お互い出

席のもとで確認されているはずですから、本来ならすぐに中学校に伝わって、じゃあ、

その準備しましょうというふうになって当たり前だと思うんです。でも、それがない

というのは、先日、連携が足りなかったとかいろいろ言われたけどもね、これは大変

ゆゆしき問題だと思うんですよね。その辺どうですか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

委員ご指摘のございました防災会議でございますけれども、その委員の中に教育関

係の教育長も入っていただいておるというところでございます。防災会議につきまし

ては、この防災計画の見直しに当たりまして、随時、見直しの協議をしていただくよ

うな機関ではございませんので、一定修正の案を出して、その会議でご審議をいただ

くということで、審議時間的には非常に限られておるというところでございます。そ
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ういった制約もございまして、今回の事象になったかなというように思っておるとこ

ろでございます。

きのう申し上げましたけれども、やはりきちっとしたプロセスを踏んで、丁寧な対

応に心がけてまいりたいと思っておるところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

幾ら時間的に制限があるかどうかは知りませんけども、見直しという場合は、見直

したところは特に確認するはずなんですよね。全体は膨大な量ですから、一々全部確

認することはないと思いますけども、ただ、やはり今回ここは変わりましたという点

は必ず確認するはずなんですよね。それで防災会議の名前で策定されているわけです

から、そこは余りにも町と広域連合の連携というものがなさ過ぎるというふうに思い

ますし、教育委員会自身がどうであったかということも、もちろんこれは違う問題と

してありますけどもね、これは単にちょっと忘れてましたでは済まないですよ。もし、

そういうことをやっている間に災害が起きたらどうするんですか。現場は全く何も知

らない。そこはちょっと抜けてましたでは済まないと思うんですよね。ですから、そ

こは言葉だけじゃなくて、本当にちゃんと教訓を導き出してちゃんとしていただきた

いと思うんです。

もう１点ですね、これも６月議会で質問したことに対してですけども、この計画の

策定の際に、いわゆる原発災害の対応については反映されませんでした。そのことに

ついて課長は、いわゆる指針が改定されました。これは平成２７年４月２２日付で改

定をされたと。なので、今回はその中身が反映できませんでしたというふうに言われ

ました。次期の改定に間に合わせたいと言われたけども、その次期っていつですか。

次期の改定っていつ予定されてますか。
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○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

次期の大幅な改定・修正につきましては、現在、京都府のほうで浸水想定区域の見

直しをされておるというところでございます。その浸水想定区域の見直しが完了いた

しましたら、それに基づきまして和束町の地域防災計画を修正してまいりたいと考え

ておるところでございます。それに合わせハザードマップの改定もしなければならな

いというところでございます。

そういった中で、法律等の改定によりまして、修正すべき点につきましては、京都

府の地域防災計画等の整合を図りまして見直しをしてまいりたいと思っておるところ

でございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それはいつごろになりますか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

時期につきましては明確に出ておらないというところでございまして、現在見直し

を京都府のほうでしていただいておるという情報だけでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）
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それでですね、いわゆる４月２２日に原子力災害に対する指針が改定されたと。防

災計画は５月付で改定したと。ですので、間に合わなかったという話ですけども、そ

れでもやはり４月という、まだ公にする前に指針が改定されているわけですから、追

加をしてもう一回ちゃんと防犯協会を開いていただくとか、所管課でちゃんと検討し

て追加するということさえすれば十分対応できたと思うんですよ。

今、いつ次の改定があるかわからないと言われましたよね。その間に原発事故が起

こったらどうするんですか。例えば、この前も言いましたけども、お隣の宇治田原町

とか精華町とか京田辺市とかもう反映されてますよ。和束町は単に４月２２日の改定

に間に合わなかったから次期まで待っておこうと。何も防災計画には反映してません

というので、今度いつかわからないような改定まで、和束町としては原発事故が起こ

った際の対応は何もないということになりますよね。それでよろしいんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

原発災害対策でございますけれども、６月に答弁させていただきましたように、指

針の見直しが反映できてないというところではございますけれども、一定のいわゆる

距離の問題等もございます。それと、避難計画等を立てるということでございました

ら、京都府との地域防災計画との整合も図らなければならないというところでもござ

います。今後、もし今、そういった原発事故が起きた場合、どうするのかというご質

問ではございますけれども、それにつきまして、和束町における影響があるというこ

とでございましたら、京都府の地域防災計画に沿った形でうちのほうも対応していく

ということとしておるというところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）



― 21 ―

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

だったら、それをなぜ防災計画の中にちゃんと組み込まないんですか、自分の町の

防災計画の中にね。いずれにしたって、京都府とかのそれに準じるわけでしょう。だ

ったら、もし起こった場合にそれに準じるというんだったら、すぐに改定すればいい

じゃないですか。

次期改定、京都府が次の新しい型に対して対応するための改定を待たずしてもね、

別に京都府が改定しなかったら和束町の改定ができないわけじゃないでしょう。実際

に指針があるわけですから、京都府とかそれに間に合った自治体は既に反映している

わけですからね。

言ったら、いわゆる２７年５月に策定してから１年以上たってますよ。でも、その

間、何もしてないでしょう、次やっていればいいんじゃないかということで。これで

は今、何かあったらどうするんですか、本当に。

だから、基本的に、例えば防災計画の見直しまでいかなくても、この前、言いまし

たように、いわゆる指針は改定されてるわけですから、その中身をちゃんと附属とし

てもこうやって対応しますというふうなものをつくればいいじゃないですか。住民に

明らかにすべきだと思うんですよ。

この前、６月議会の答弁のときに、そうしたらどうかと言ったときに、こう課長が

言われてました。一定、その指針に中にはいわゆる放射性物質の放出においては、Ｕ

ＰＺ、いわゆる３０キロ圏内における対応と同様の避難や一時移転を実施しなきゃな

らないというふうになっていると。そういったものを住民に周知するということは余

計不安をあおるということと認識しておりますと言われたんです。不安をあおると。

いわゆる避難せないかん、一時移転もしないかんということを周知すれば住民に不安

をあおるから、そういうことをする必要はないと言われたんですよ。

でもね、これは宇治田原町ですけども、ここに書いてありますよ。退避及び避難と
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いうことで、どういう場合に退避になる、どういう場合にこういう避難になるて書い

てありますよ、隣では。精華町もそうですよ。精華町も同じようなことを書いてます。

もちろん京田辺市もそうであります。

これは指針に基づく対応ですから、事実なことなんですよ。何か間違ったことを言

って、大変だぞと言ってやったら不安をあおりますよ。だけども事実の、いわゆる国

が決めている、こういう場合はこうしますっていうことを決めていることが明らかな

中で、もし事故が起こったら、最低限この指針に基づいた対応をしなくちゃいけない

わけですよ、行政はね。それは不安をあおるということじゃなくて、ちゃんと情報を

住民に伝えることじゃないですか。そのときに住民が何も知らなかったら対応のしよ

うがないわけですよ。それこそが一番命にかかわることでしょう。それが福島の事故

の教訓じゃないですか。いわゆるどこに放射能が飛んでいったか知らされなかったわ

けでしょう、福島では。

いわゆるスピーディというものがあって、大体どこに行きますよということを予測

できたにもかかわらず、それを知らせなかった。だから、飛んでいく方向にわざわざ

避難したと。だから、余計な被爆したわけですよ。そういう教訓があるからこういう

ことがされたわけでしょう。指針が改定されて、いわゆる圏外においても、そういっ

た場合はこういった防護措置をとりましょうと。だったら、計画の見直しはそこまで

行かなくても、ちゃんと指針に基づいた町としての方針を住民に明らかにするという

ことが２７年度直ちにすべきことじゃなかったんですか。どうですか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

６月の答弁でそういった情報を住民に周知するのは不安をあおるということで、し

ないという形で答弁はさせていただいたという記憶はございません。確かに、いたず
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らに不安をあおるということは答弁させていただきましたけれども、やはり周知する

際につきましては、十分慎重に対応しなければならないという意味で答弁させていた

だいたというところでございます。

原発事故につきましての対応を地域防災計画の中に盛り込むということは当然のこ

とであろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、一定、京都府等の

調整等も必要になってくるというところでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

ただいまの岡本委員のご質問に私のほうからもお答えをさせていただきたいと思い

ます。

まず、原子力の災害が起こったとき、今もお話ありましたように、３０キロ圏内と

いう一つの距離的な対応策を示されております。もう一つは８０キロでしたか、ちょ

うど宇治田原、京田辺、精華の一部入っていくラインが入っているだろうと思います。

東部３町村は木津川市の一部もそうでしょうけども、外れていると思います。

この防災計画とかこういったものを通常立てておりますのは、これは条例も全てそ

うなんですけども、上位計画なり上位の指針に基づいてやっているというのが基本で

あります。その上位計画の中の京都府の防災計画の中に細かく８０キロまでの話が含

まれておれば、そうした関係市町村はそれに対応する措置をとらなきゃならないと私

は思います。

和束町は、それを越えているという中でどうするか。この辺のところを先ほど総務

課長が申しておりますように、上位指針を待つというんですか、それに基づいて対応

すると、こういうことであります。和束町で必要なことがあれば当然ここへ入れてい

かなきゃなりませんし、その中で災害が起これば、しないというわけではありません。
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住民の命を守る、安心安全は第一とするのはどこのまちでも重要なことであります。

そういうときには町長としても、まずは京都府の上位計画の指針に基づく。そして、

和束町独自の判断も加える場合もあります。そして、住民の安心安全、命を守る第一

にやっていきたいと、このように思っております。

そういう観点から、今度、上位計画との見直しを十分に見定めながら、そしてまた、

京都府とも協議をしながら、やはり岡本委員が言われるように、十分措置をしていか

なきゃならない、このように考えております。当然、これは抜けておって、そのこと

によって問題が起こるということ、これはだめであるわけであります。

その前にもご質問がありましたように、入れておって周知がしてない。原因がどう

であろうが、どういう状況であろうが、そんなことはあってはならない。先ほど総務

課長も十分反省しています。今後は徹底して周知をしていかなきゃならんと、この決

意も述べているところでもありますので、ひとつそういった中で、私もその答弁を大

事に受けとめながら、今後ともこの問題に対応させていただきたいと、このように考

えているところでありますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

基本的に原発の災害というものは、福島自身がまだ終わってないわけですよね。ま

だ終息してないと。しかも原因もわかってない。どういうような今、状況になってい

るかも余り報道されてないという中で、例えば、８０キロだから大丈夫とか、うちは

若狭湾から８０キロまで届いてないから、その隣の宇治田原だったら山があるから大

丈夫だろうかと思ってはるのか知りませんけどね、放射能というのは見えへんわけで

すからね、どこまで被害が来るかなんてことは想定できない状況もあるだけに、やは

り最悪のことも考えてやっていかなくちゃいけないというのが最大の教訓なわけです

よね。そういう意味では大変危機感がないということだと私は今度の対応を思うんで
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すよね。

ですので、住民に対してそれを伝えることが不安をあおるという言い方されました

よね、６月にね。これは大変誤った立場だと思うんですよ。いわゆる行政が情報を操

作するということにもつながる。これを伝えたら何か起こるん違うかとかいう、そう

いうことにもつながる大変危険な立場だと思いますので、そこはやはりちゃんと考え

ていただいて、早急にその辺の独自の判断も持って対応いただきたいと思いますので、

そこは強く強く要望しておきたいというふうに思います。

もう１点、この点で、防災計画の中にいわゆる食料等の調達の関係が規定されてい

ます。その中で、もちろんみずから備蓄していくとか、住民自身が一定の量を確保し

ていくということは基本ではありますけども、やはり外部からの連携のもとでの調達

というのも必要になってまいります。その点で、いわゆるいろんな業者等との協定を

結んで、それを調達していくということが書いてあったわけですけども、一応、１年

以上たっている中で、この間、いわゆる物資というか、食料じゃなくて機材とか、そ

ういった部分では、あるメーカーとの関係で協定を結ばれたことは明らかにしていた

だきましたけども、食料云々という点ではこの間、報告は聞いておりませんが、その

辺の協定を結んでいくという作業というのはどのようにされていますでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

災害時の応援協定につきましては、現在、八つ協定を結ばせていただいておるとい

うところでございます。

その中で、いわゆる食料等の部分につきましては、飲料の提供の協力ということで、

近畿コカコーラボトリングと、あと、物資も含めた形でコメリ災害対策センターと結

んでおるというところでございます。
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そのほかのいわゆる食料等の物資支援につきましては、現在のところ協定は結んで

おらないというところでございまして、町におけます備蓄の食料品によって対応して

おるというのが現状でございます。

ただ、今後、町の備蓄の数量につきましてもやはり限界がございますので、そうい

った協定も必要ということは認識しておるというところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

質疑の途中ですが、ただいまから午前１０時４０分まで休憩します。

休憩（午前１０時２５分～午前１０時４０分）

○委員長（竹内きみ代君）

休憩前に引き続き、質疑を続けます。

６番、岡田泰正委員。

○６番（岡田泰正君）

それでは、ちょっと質問させていただきます。

この前、運動会のときに和中のグラウンドへ行ったんですけれども、その帰りがけ

にプールありますね。その屋根が３カ所大きな穴があいておったということなんです

けれども、それについてはご承知だったのか、あるいはそれはいつごろあいたものな

のか。

そして、これは去年もたしか岡本委員さんのほうから質問があって、毎年こういっ

た事態が起こっているんですけども、どういう事例で起こっているのかということも

把握しておく必要があるんじゃないかな。それに対応する資材というものもやはりこ

れから考えておくべきじゃないのかなと思ったりするんですけども、その点について

ご回答をお願いしたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。



― 27 ―

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

海洋センターのプールの上屋のテントの破損でございます。これにつきましては、

当初予算に修繕費を計上させていただいて修繕させていただく予定をしておりました

が、今年度に入りまして、これもやはりサルの被害といいますか、猿害で被害が拡大

したというところでございます。そういったこともございまして、当初で措置してい

た予算では修繕できないという事態になりまして、今回のプールの開館期間につきま

しては、応急的な形で実施させていただいたというところでございます。

当然、過去からこの上屋のテントにつきましては、施設の老朽化プラス、今、申し

上げましたようにサルの被害等によりまして毎年被害を受けておるというところでご

ざいます。今後はやはり施設を将来的なことも勘案いたしまして、また抜本的な改革

をしていかなければならないというように思っておるところでございます。

現在、その方法につきまして検討中というところでございまして、一定、来年の夏

までには対策をとらなければならないというように思っておるところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

今、答弁いただきましたような方向で対処していただくのは非常にありがたいと思

います。毎年少し少しというような形でこのようなことを申し上げるのは私も、議員

の皆さんも非常にあれなんで、サルの被害であればサルの被害に対応でき得るもの、

あるいは近くにある木を伐採するというのも、またプールの景観上どうかと思うんで

すけども、上がれないような防護柵というものが必要なのかな。その双方によって考

えていただければありがたいかなと思うんですけど、よろしくお願いしたいと思いま

す。
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次に、税の課長さんにお聞きしたいんですけども、この前に意見書のほうにも載っ

ておりましたけれども、延滞金の件につきまして過納付があったということで処理を

していただいているわけなんですけども、それについて、現在終わっておられると思

うんですけども、その進捗状況を確認させていただきたいと思います。

そして、もう１点は、その原因がどこにあったのかということをお聞きしているん

ですけれども、これについて担当者がかわって原因がわかりましたというふうな答え

ですので、そういったソフトの入れかえ等々につきましては十分なマニュアル的なも

のも今後引き継ぐときに必要なのかというふうに思いますし、どこに原因があったの

か、また今後どのように対処すればこのような問題が起こらないのか。非常に恥ずか

しい問題ですので、その点について徹底的に分析なりをしていただいて、ご答弁いた

だきたいと思います。

お願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

岡田委員のご質問にお答えいたします。

まず、設定誤りの還付なり充当させていただいた現状について説明をさせていただ

きます。

まず、納税義務者が町内の方についてでございますが、還付については６２名で３

万３,７００円、充当につきましては４３名で２万２,８００円、また他町村といいま

すか、他府県も含めまして東京から熊本までいらっしゃいます。還付については３０

名、２万９,９００円、充当については１０名で４,６００円、総合計で、人数につい

てはダブっている方もいらっしゃいますので、合致しませんが、実数として１４３名

の９万１,０００円で、このうち町内の還付につきましては、全て１軒１軒訪問して

現金をお返しさせていただいております。ただ、１軒だけなかなか連絡がつかない。
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住民登録はあるんですが、家になかなかおられない。郵便を出しても見てもらえない

のかわからないですけど、１軒だけ１００円か２００円だったと思うんですが、残っ

ております。

町外の分につきましては、一度、振り込みの口座を教えてくださいということで文

書を出させてもらったのがさっき言いました３０名で、うち、半数ぐらいはお答えを

返していただいているんですが、残り半数について、１回、２回、再度文書を出して

いるんですが、なかなか返ってきてない。もう１０軒ぐらい残っているような状況で

ございます。

あと、原因につきましては、先ほどおっしゃっていただいたとおり、システムの導

入のときの設定について、そこまで気が回ってなかったというのが原因であろうかと

思います。

今後の対策として、その設定の項目についてですね、トライエックスというシステ

ムなんですけれども、京都府内で導入している市町村が複数あります。共同で導入し

ているようなものなんですけれども、他の団体の設定の項目、それと和束町の設定の

項目、１軒１軒、差異がないかというデータを情報センターというところから出して

もらって、今、チェックをしている状況でございます。その項目が１,０００項目以

上、税だけじゃなくて、ほかの收納のあるものにつきましても一緒に確認したほうが

いいということで、その項目が１,０００項目以上ありますので、なかなか時間がか

かっているという状況でございます。

そのチェックが終われば、今後このようなミスはないであろうと。例えば、人的に

故意か作為かわかりませんけども、何かミスしてしまうというようなことがない限り

起こらないであろうというふうには考えております。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）
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起こらないであろうと思いますじゃなくて、起こらないようにしなさいということ

なんですね。先ほどの報告がありましたように、１０件まだ残っておるということは、

速やかに対処していただきたいと思います。大体３カ月、４カ月という日にちが経過

しているわけなんです。先方さんとの連絡と等々もあろうかと思いますけども、ただ

１００円、２００円という金額にかかわらず、こちらの汚点ということでございます

ので、担当課長にも在職の期間中いうよりも今期中に処理をしていただきたい、この

ように強く思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

それから、この前、観光案内所の件につきまして、基礎的なことでお伺いをしてお

ったわけなんですけども、そのときには地中張りでどうのこうのというご発言をいた

だきましたけれども、その後、私なりの考えさせていただいたんですけれども、この

件につきましては、平成２３年ぐらいに案件が出てましたかね。それから、変更が１

件、最近出ておりまして、そういったことで、盛り土に対する土の土壌改良、それか

ら、この前、ご質問させていただきましたように、沈下の問題、地中ばりの問題、こ

れについて設計等にちょっと時間があいておりますので、もう一度確認という意味で、

当時の設計図面、それに基づいて、今後、工事がされるであろうという、一番直近の

工事の案内ですね、それをご披露いただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

地域力推進課長、答弁。

○地域力推進課長（古田良明君）

観光案内所につきましては、平成２３年度の終わりに最初の設計のほうを一度お願

いしておりまして、その際には１階の平家建ての設計ということで、その際に合わせ

まして地質調査という形で標準貫入試験方式ですかね、直接に穴をあけてという方式

で、１０メートルほど掘り下げるというような試験させていただいております。

今回はそういった内容を踏まえて設計をしていただいておりまして、私もそういっ

た工事は専門的ではないので恐縮ですが、通常の地盤改良ということで、ＳＳコラム
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工法という工法で５０センチの掘削という削工を深さ２.３メートルから３.３メート

ルの５８本入れていくというような形で、あとはコンクリートでベタ基礎になってい

ますので、そういった形で基礎をつくっていくというような工法になっておるという

形で聞いておりますので、安全上は大丈夫ではないかというふうに考えておるところ

でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

地中ばりで一応、地中の岩盤というんですかね、かたいところまで揉んでいって、

コンクリートで抑えていくと。それが大体５８本ということは、かなり細かく打って

いただけるということでございますので、これでしたら盛り土しておいても地盤沈下

はないだろうというふうに安心をさせていただきましたので、また工法的にいろいろ

と問題が出たときは、ぜひまた報告をいただきたいと、このように思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

次にですね、２４５ページの直診事業のほうなんですけれども、２,１７０万円と

いうのは一般会計のほうから繰り入れをされているわけなんですけれども、これには

単なる赤字補填でやられたものなのか、あるいはどういった資材関係に使われたもの

なのか、その辺、私、わかりませんので、ご説明いただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

診療所事務長、答弁。

○診療所事務長（久保順一君）

岡田泰正議員のご質問にお答えいたします。

最初、当初予算ということでいただいております。積算ということでございましょ

うか、質問の内容はそういうことでよろしかったですかね。

積算としましては最初の出のほうからしますので。
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○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

その金額がどのようなところに使われたか。単なる赤字に補填されるべきもので繰

り入れされたものなのか、あるいは何かの資材関係に用立てをするべき予定でされた

ものなのかということがこの決算書の中では私には見えないので、その辺の説明をお

願いしたい。

○委員長（竹内きみ代君）

国保診療所事務長、答弁。

○診療所事務長（久保順一君）

どうも失礼しました。

最初に言いましたように、積算ということで最初申し上げたとおり、歳出のほうか

ら積算するわけですけれども、診療所の運営に関しまして、やはり人件費、主にこう

いった材料費ですね、医薬品等に関しましてかなり必要であると。そこから診療収入

をあてるわけなんですが、そういった形の中で、どうしても補填しなければならない

という状況にあります。そういった中でこの金額を設定させていただいています。

また、その間にいろいろと状況が変わりましたら補正させていただいて、一般会計

からの繰り入れを減額するという方法もとっていたんですけれども、昨年につきまし

ては、ご存じのように、一医療機関が閉鎖になったということもございまして、医薬

品に対しましてかなり余裕を持った形の中で予算を組んでおりましたので、減額する

べきところはあったんですが、見ていただいたら結構なんですけども、不用額が医薬

品に対して５００万円ぐらいあるということも出ました。こういった中で、運営状況

の中で策定した一般会計からの繰り入れということでございます。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）
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６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

それから、それに関連しまして、もう１件お願いしたいと思います。

１７３ページ、道路新設改良費というところの目でございますが、当初予算で２億

４,６００万円、補正で６,９００万円マイナスですね。それから繰越額が１億５,４

００万円、そして予備費流用増減でマイナス１３０万円、合計の予算現額が３億２,

９００万円という金額が上がっておりまして、実質仕事をされたのは２億７,３００

万円。この数字の出入りが非常に不明瞭というんですかね、わかりにくいんですね。

そして不用額が１,４００万円上がってますね。翌年度の繰越明許費として４,２００

万円上がってます。これを上げるのやったら、不用額の金額も翌年度に回したらいい

んじゃないですかね。道路新設は社会的インフラの分で非常に最近、金額の補助金が

少ない。何とかしてくれというようなことでいろいろとお願いしているわけなんです

けども、それで結局お金をいただいて、なおかつ不用額で１,４００万円も上げられ

ている。これはどういういきさつで数字的なマジックがあるのか、その点、私、わか

りにくいので、ご説明してください。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

岡田委員のご質問にお答えさせていただきます。

ただいまご質問ありましたのは、当初２億４,６００万円に対しまして翌年度４,２

００万円、不用額１,４００万円強が出ているという件でございますが、当初の予算

につきましては、その前年度のときに組みますので、この段階では次年度、要するに

２７年度に幾らの交付金がつくかというのが見えないという状況の中で、最大限予算

を計上させていただいております。

これはどういうことかといいますと、予算がつきまして、その後、５月に交付決定
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を受けるわけですけども、その内示額の段階まで幾らつくかわからないという状況が

まず発生します。そのために予算は目いっぱいとらせていただいているというのが現

実でございます。

なおかつ、４,２００万円を次年度に繰り越しという件でございますけども、工事

と測試のお金がつきましても、すぐに工事をするわけにはいきません。その関係で測

量設計等々、それから路線等の選定を行います。その選定を行った後に工事を発注す

ると。４,２００万円という数字につきましては、門前橋のほうですけども、門前橋

と、それから山口線のほうの分で繰り越しをしております。２７年度から２８年度、

工事はこの５月には全部終わっておるんですけども、そのお金の繰越分が４,２００

万円の部分に発生しております。これは工期をとっている関係でこの次期まで延びる

ということでご判断ください。

なお、１,４２６万５,０００円という不用額ですけども、確かに不用額としては大

きな数字になっております。これにつきましては２億４,０００万円から差し引きし

ていく話になるんですけども、工事を動かしている段階でどういう事故が発生するか

もわかりません。事故というのは工事の現場変更がわかりませんので、繰り越しのと

きに落とさずに２６年度から繰り越してきたということもあったりもしますので、そ

の関係で大きな不用額が出てるということです。

ただ、ご理解願いたいのは、どうしても去年ですと１０何％とか、２０％とかいう、

一番僕たちが欲しい道路改良のお金はなかなか今つきにくく、反対に橋りょうの点検

とかいうのは、地震とかいろいろありますので、その関係でそちらのほうのお金はほ

ぼ８０％ほどついているという状況がありまして、ここに不用額が出てきたのはそう

いう理由でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）
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不用額の金額がおっしゃるように大きい。これについては、ここへ出るまでに落と

しておいたらいいんじゃないかと思うんですよね、今の説明であればね。その時点で

６月議会のほうで大体数字わかるわけですね。だから、その辺のとこで使い道という

ものをもうちょっと考えていただけたらいいかと思うんですよ、私は。とにかくもっ

たいない気が非常にするんです。だから、その予定というものは十分あるわけなんで

すから、繰り越しも去年は１億５,０００万円されているし、今回もまた４,２００万

円されますからね、それについて工事の進捗状況等々は道路事業についてはおくれて

いるわけですからね、だから、それについては全面的に早目早目に工事入札等々を持

っていってやっていただくのがいいんじゃないのと思ったりするんですけれども、予

算がどれだけつくかということはわかりませんけれども、繰り越しの金額については

予算云々じゃないでしょう。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

今の件についてお答えします。

繰り越しにつきましては基本的に明許繰越で契約繰越しますので、段階的に言いま

すと、３月の議会で議決をいただくというのが普通のやり方になると思います。その

段階で工事の発注時期が例えば２月、１月になった場合ですと、どうしても繰り越し

をしておかないと仕方ないという状況が起こります。繰り越しをした繰り越しのお金

につきましては、ご存じのとおり、次年度で落とすことはできませんので、そのまま

持っていきますので、どうしても不用になってしまうというのが現実でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

翌年度に明許繰越するわけで、そうすると持ち越しが次できないというようなこと
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もありますのでね、その辺、また勉強させていただきたいと思うんです。

それから、次に、１７７ページの住宅建設事業費なんですけれども、これも予算が

１億３,３００万円、そして減額されているのが９,２００万円があるんですね。事業

をされているのが結局２億２００万円、不用額が３,１００万円出しておられます。

去年の繰越額が１億９,２００万円あるわけなんです。工事をされている金額を見ま

すと、請負金額が１億８,６００万円、この辺の数字のからくりはどうなっているん

ですか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、お答えいたします。

まさにこれも全く同じような状況でございます。これにつきまして第３中西、第５

中西の二つの住宅の計画を２５年から始めております。その工事につきまして、第５

中西の工事の分がここに上がっている金額でございます。プラス第３中西の取り壊し

で、落としております９,１００万円といいますのは、この前の委員会で言ってもら

いました第３中西の建築費でございます。ここにつきましては、第３中西の分につき

ましては落とすことはしておりますけども、第５中西につきましては、そのまま持ち

越しているということになりまして、契約は２７年３月の契約で去年の１０月に完成

しているということで、その関係でこの３,１００万円というお金は第５中西を建設

するときの分だけを残して繰り越しをしたということで、この３,１００万円はそこ

に残ってきていると考えていただければよろしいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

数字のマジックがありますので、私、今、話を聞いたところでは理解してなかった
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んですけども、また後で直接ご指導いただければありがたいと思います。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

それでは、私のほうから二、三質問させていただきます。

ページ数で６７ページ、９０ページの辺地対策事業債、それと携帯電話等エリア整

備事業、この携帯電話の関係のことでお聞きしたいと思います。

これは湯船の奥山にいわゆる携帯電話のアンテナをつくられているというようなこ

とだと思いますけれども、この場所は奥山のどの辺になるか教えていただけますでし

ょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

私のほうから答弁させていただきます。

まさに湯船森林公園の入り口、総合案内所というところに２本、それから奥の山村

広場に３本建てております。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

これはまだ途中ですか、それとも全部完了されておるんでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、お答えさせていただきます。
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平成２７年度末をもちまして全て完了しております。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

それはどのような構造物になっておるんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

手前側のＡ工区という形で工事をしておるんですけども、総合案内所の場所につき

ましては、ｄｏｃｏｍｏのアンテナが１本、ａｕとソフトバンクのアンテナの２基を

持ったものが１本で２本でございます。これは普通にコンクリ柱にアンテナを設置し

まして、下に基地局を置くというようなものでございます。

奥のＢ工区、山村広場につきましては、各社１本ずつのアンテナがあると思います。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

それによっていわゆる奥山全体を電波が網羅されているんですか、それとも切れる

場所もあるということは考えられるんでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、答弁させていただきます。

今のご質問ですけども、あくまでも携帯電話のアンテナでございます。全てが網羅

されているとは言えませんけども、基本、建てる前に３社が寄りまして、その場で電

波調査を行います。携帯電話ですので、３本のアンテナで電波の強弱をはかります。



― 39 ―

３本のアンテナの中に新設した１本を建てるということになります。実際のところを

言いますと山間の中に建っておりますので、Ａ工区とＢ工区の間全てが電話がかかる

かといいますと、なかなか難しい状況になります。

ただ、Ａ工区につきましては、キャンプ場、親水公園周辺の電波を拾うということ

で、今の親水公園、それからなごみの湖あたりを拾っている電波と、それから浄水場

の方向向きに拾っている電波を出しております。

もう１本、Ｂ工区につきましては、山村広場から今、マウンテンバイクコースを整

備しております周囲を拾うということで、その周辺の電波を拾っております。湯船か

ら行きますと、若干不感地域になるのが、浄水場がございます、あのあたりが不感地

域にはなりますけども、ほぼ停止した状態であれば何らかの電波が拾えるということ

になっております。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

今お聞きしますと、一応、３社ですね。それ以外のメーカーは無理だということな

んでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、お答えさせていただきます。

この事業につきましては、平成２５年から進めております。２５年当初に携帯キャ

リアがあったのが３社、あとＰＨＳ等々の別の携帯があったのが２社ございました。

ここにつきましては、あくまでも携帯電波を拾うと。８００ヘルツの電波を拾うとい

うところを目指しましたので、１４００のヘルツで流れているＰＨＳ系の電波につい

てはここでは拾っておりません。
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○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

そういうことでしたら、それは大体わかりましたので。

それとは別に、次に、７２ページ、１３４ページのバス運行業務委託料についての

ことで質問させていただきたいと思います。

まず、２７年度の利用状況というのはどのようなものであったのか、この点につい

て少しお尋ねしたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

井上委員の質問にお答えさせていただきます。

まず、保育園バスの関係でございます。

和束運輸株式会社のほうに委託をさせていただいております。利用者につきまして

は６人の園児が利用されておったという状況でございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

これは近鉄のほうのバスのほうじゃなかったんですか、バス運行のほうは。

私の聞きたかったのは、いわゆる奈良交通のバス運行についてのことで少し聞きた

かったんですけれども、その点についてはお尋ねできますでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）
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はい、お答えいたします。

奈良交通の運行については、委託料という形では支出しておらないというところで

ございまして、補助金という形で負担させていただいておるというところでございま

す。

現在、奈良交通の和束木津線につきましては年々利用者が減ってきておるというの

が現状でございまして、それに伴いまして乗車密度という指数が少なくなってきて補

助金が減少しておるということでございまして、その分、補助金額がふえておるとい

うところでございます。

この決算書にもありますように、平成２７年度につきましては２,６００万円の補

助をしておるというところでございます。平成２６年度では約２,２００万円という

ことで、年々その額がふえておるというところでございます。どうしても人口減少に

よりまして、町民の利用ということでしたら絶対数が減ってきておるというところが

ございます。そういった中で利用を促進していくということでございますが、今後は

やはり外からの利用を促進していくという形で、また、さまざまな取り組みをしてま

いりたいと思っておるというところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

そういうことでしたら、一応、観光客を含め、利用の増加はこれからも見込める可

能性はあるんでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

利用者数でございますけれども、先ほども申し上げましたように、利用者数も年々
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減少しておるというところでございます。今、申し上げましたように、観光で利用し

ていただくということで努めてまいりたいとは思いますけれども、急激に増加という

形は非常に難しいかなという形で想定しておるわけでございまして、利用者の減少の

歯どめをかけていきたいという形で、まずは取り組んでまいりたいと思います。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

バス運行については、今後、住民の足となるもので、総務厚生常任委員会で引き続

き利用できるよう意見書を提出させていただきました。乗車密度だけではなく、そう

いう制約のない状態で利用が可能であるのか、またそれについてはどのように町長は

考えておられるのか少しお聞かせ願いたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

奈良交通の交通でございますが、今、総務課長が申しておりますように、住民の足

であり大事な路線ではあるものの、年々、住民の皆さんの利用が減ってきている、こ

ういう状況にあります。あの路線を維持する全経費、これは国の補助金があるわけな

んです。国の補助金で足りないところを町が補助金で出しておると、そういうことに

なっております。

それと、年々減ってきておるということで、先ほど総務課長が言うておりますよう

に、平均乗車密度というのが一つの基準になります。これが４人以上でなかったら国

の補助対象としてはなかなかなり得ない、こういうダイヤを見直すというのが、ある

意味では補助金の乗車密度の低い時間帯は走らないと、こういうことにすればいいわ

けなんですが、そうすると悪循環していくだろうと。そういうことでだんだん減って
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いって、本数は減ってしまうということになりますので、非常に厳しく、現状ではダ

イヤそのものを維持していると、こういう状況にあります。

そういうためにも絶対的人口が減るならば、先ほど総務課長が答弁いたしました、

外部の入ってきていただく方によってふやそうと、こういうことで住民の足の確保を

図ろうと今、努めております。また、それの積極的な施策、この乗車と和束町の地域

振興と絡めながら、いろいろ今後検討もしていく必要があろうかというように思って

おります。

そういう意味で、今、この交通状況は過渡期を迎えている非常に厳しい状況にある

だろうと思っておりますが、２８年度もさらに伸びるかなということは感じられるわ

けなんですが、最近、観光で乗ってくれている人もふえてきている。この辺の推移は

ことし非常に関心事で、少し見ていきたいと、こういう状況であります。これについ

ても今後とも議員各位の皆さんのご協力をひとつよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

ぜひ町長を含め職員の方も、このバス運行については継続できる形を、維持できる

ような形をお願いしたいと思います。

これで私の質問を終わります。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

ページでいいますと１５１ページになりますけども、いわゆるし尿処理の関係で少

しお聞きしたいと思いますが、この２７年度はいわゆる広域事務組合の大谷処理場の

処理の関係で、業者の負担が上がったということで、料金改定が行われた年でありま
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した。

もう一度確認したいんですけども、一応、それの料金改定の内容についてもう一度

確認のために説明をお願いしたいと思うんです。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

消費税の増にありまして、その当時、料金は反映させなかったという事態がござい

ます。今回、改定でございまして、１２６円でし尿券の販売をさせていただいておる

というところでございます。

また、その差額ですね、旧来のし尿券につきましては還付するという形で、連日、

し尿券の還付についてはさせていただいているというところでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

今回、１０リットル当たり１６円の値上げということでされましたけども、今、消

費税が８％に上がったことが、当初反映されてなかったからという話がありましたけ

ども、値上げ幅としては、いわゆる３％ですね、もともと５％でしたからね。３％上

がったわけですけども、それ以上に上がっているような気がするんですね。そういう

意味では大変大幅な値上げになっておりますけども、一応、今回、具体的には２７年

度において１０月から値上げするということで、半年間は据え置きをされましたけど

も、それによって町のほうで負担された額はどの程度でしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）
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申しわけございません。今、私のほうでお答えできる内容は把握してございません。

また、確認させていただきまして、ご報告させていただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

予算の審議の当初の説明では、いわゆる半年分８０万円を補填するというふうに説

明を受けておりました。それからの実績はどうだったかということはありますけども、

大体それぐらいのことだというふうに聞いております。

私はそのときの予算の審議のときに、もちろん業者さんが下水道の普及等によって、

いわゆる仕事とか扱い量が減ってくる中で経営自身が大変なっていっているのと加え

て消費税ということもあって、そういう意味では値上げはどうしてもしなくちゃいけ

ないというのが広域事務組合のほうでも判断されて値上げになったということですけ

ども、ただ、やはりこれは業者も苦しいかもしれないけれども、利用者自身の毎日の

生活にかかわる経費ですから、これが値上げになるということは、しかも消費税増税

分以上に上がっていると思うんですけどね、負担していて大変厳しい状況があるとい

うことで、町として広域事務組合の判断は判断としてあるとしても、町独自として、

せめて値上げ分については、こういう経済状況や生活の状況がある中で、半年分負担

できるんであれば今回の値上げについては補填すべきじゃないかという話をしていま

した。

８０万円であれば、年間１６０万円あれば全額補填できると。今回の決算状況を見

ましても１億円を超える黒字を計上されましたし、いわゆる基金の積み立てなどもい

ろいろ勘案しますと３億円ぐらい余剰金が発生しているという状況からしても十分対

応できたと思うんですね、結果から見ても。

そのときに私も指摘しましたけれども、そこのところに手をつけなくても、広域事

務組合のいわゆる分担金自身がこの間どんどん減額になっていると。平成２６年度の
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決算との比較でも約１００万円近い減額になっております。本来払ってきた負担金が

１年でそれだけ減額になっていると。行政としては負担が減少しているという状況が

あります。ですので、そこから見ても十分に対応できるんじゃないかというふうに指

摘をしておりました。結果から見てもそうだったんじゃないですか、町長。その辺い

かがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

はい、お答えいたします。

岡本委員が今、質問でもございましたように、これは広域事務組合で山城、木津で

すね、あそこのし尿施設を業者組合に委託していると。毎年、委託契約についての協

議を業者と進めているわけでありますが、今、ご質問にもありましたように、業者は

業者で非常に厳しい状況になってきております。これは広域下水道がいろいろ普及し

てきている。木津川市も精華町も、この辺については９０％近く進んできていると。

東部３町村ですが、和束も公共下水道は一部進めておりますが、笠置・南山城は進ん

でおらない。こういう中で、絶対的に非常に厳しい状況にある中で、し尿施設の処理

施設があの枠でいいのかという根本的な考えを検討していかなきゃならない時期に来

ているわけであります。そういう中で、今後の改良のあり方、今後の持ち方を今、広

域事務組合で検討を進めていると、こういうことであります。

だから、８０万円でこうしたところを見られる。そして、業者と値上がった分につ

いては、和束町が単費でもってでも支援していくべきじゃなかろうかなと、こういう

こともごもっともな考えとして理解はできるんです。しかしながら、財政のバランス

ということで考えていきますと、このし尿処理だけで金額が低いから見ますと、こう

いうことにはならない。和束町全体の財政状況で個人負担はどうあるべきか、応益的

な面での住民の負担はどう求めていくべきかというのは全体にかかわる問題でありま
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す。

先ほど黒字が出たからという話がありますが、この監査報告でもご報告申し上げて

おりますように、非常に基準財政需要額が年々減ってまいっております。先ほども一

面、事業においては起債の発行、事業を進めていると、こういうことから、安心安全

もありますが、非常に工事の起債高がふえてきているわけであります。そうなります

と、和束町の財政状況はポイント的には少しよくなったということですが、全体的な

財政状況から見ていくと、非常に厳しい状況に今、推移をしております。そういう中

で、和束町の将来を見込んだ財政状況、和束町の今後のまちづくりがどうあるべきか

という中にあっても、先ほど申し上げましたように、たかが８０万円だとか、少しだ

からできると、こういう観点にはなかなかなり得ない全体的な問題で、個人の負担は

どう求めるべきか、そういう観点から立って考えるべきだろうというように思ってお

りますので、今回のこの負担についても、そういう観点からひとつご理解のほうをよ

ろしくお願いいたします。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

先ほど間違っていました。１００万円と申しましたが、１,０００万円の間違いで

すね。１,０００万円ほど減額になっております。そういう点でも、財源的には本当

に十分に対応できたというのは事実だと。いろいろ事情はあるにしても事実だと思う

んですね。

先ほど町長はね、いわゆる負担のあり方がどうだと。いわゆる応益という享受する

あれに応じ云々と言われたけども、例えば変な話、し尿の取り扱い量ですね、もちろ

んふえたらふえた分、それは多くなるわけです。利用する側にとってみれば券の利用

料というのはふえていくわけですよ。それは仕方ありません。それがいわゆる応益だ
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と思うんですね。だけども、今回の値上げというのは、いわゆる先ほど言われたよう

に、下水道の普及という、いわゆる行政のいわゆる施策ですよね。そういったものか

ら来るものですよね。消費税もありますけども。ただ、やはりそういう意味では、住

民の利用がふえたから、じゃあ、その分を払ってくださいということじゃなくて、行

政が進めている事業が進めば進むほど業者自身がしんどくなるということがあるから

起こってくるわけなんですね。

行政はその分、行政に対して何とかしてくれというふうに言えば、ある意味、一定

補償される分があります。もちろんそういった方とかつぶれてしまったら、くみ取る

方がいなくなるわけですから、それ自身は一定理解はできます。しかし、じゃあ、住

民はどうかといえば、どこにも転嫁できないわけです。上からそういうふうに決めら

れて、こんだけかかったから値上げになりました。負担してくださいと言われたら、

次、下がないわけですよね。転嫁できない。別に自分たちの利用している量はふえて

なくても、いわゆるそういう事情によって負担がふえざるを得ないというのが今回の

値上げなわけなんですね。それは一概に応益の問題だけ取り上げるもんではない。行

政の都合によって、政策によって起こっている負担増であれば、それは業者も救済し

なくちゃいけないけども、やはりそれによって負担をこうむる住民の側にも財政上ち

ゃんと手当できるだけの余裕があるんであれば、今回の問題についてはすべきもんじ

ゃないかと思うんですね。その辺いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

ただいま岡本委員のご質問の中で、私は、応益という話は、確かにこの言葉一つで

言いましたが、私は個別的な応益じゃなしに全体的な応益、行動的な面からとらえて

申し上げました。そういう意味では、今、言われましたように、構造的に問題が起こ

ってきていると。いわゆる施策の構造的な問題であろうということで指摘いただいて
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おるわけなんです。

そういうことから、先ほど私、言いましたように、あの施設そのものを今、検討時

期、いわゆる改良していかなきゃならん時期を迎えております。そういう中で、今、

ご質問ある内容を検討していくべきだと私は申し上げている。するべきかしないかは

別として、検討の余地は出てくるだろうと思います。

こういう中で決算が８０万円出たからといって、いわゆる上げるという、個々的に

考えていくのはいかがなものかと私は申し上げました。

というのは、先ほど言いましたように、行政はバランスの問題も、全体的な問題が

あります。これだけ黒字が出たから、これから一部負担したらできるんやないかと、

そういうことになれば、ほかの制度との調整がつかないわけであります。考え方につ

いては、和束町にとっては、いわゆる個人負担はいかにあるべきかというのは一つで

あります。

そういう観点から慎重にすべきだというように考えますと、私は今、あのし尿処理

施設は、施設の改良の時期を今、検討し、そして施設のあり方を今やっているときで

ありますので、そういう中でどういう求め方をすべきかということも含めて検討する

時期があるだろうとは思っております。

この結果が上がるか下がるかは、私はまだ判断をしておりませんが、こういった時

期で私はやるべきだというようにお答えさせていただいておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

済みません、先ほどございました１,０００万円の負担金の減でございますが、事

務局から聞いておりますのは、処理場の施設の改装、前に改装した分の借入金の償還

金が少なくなってきたということで、利息とそれから原本を返している部分の中でそ
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れだけの額が減ってきているというようなご説明を受けております。

それと、料金の関係について、今、お話が出ておりますが、事務組合のほうからは、

外は触らないんですけども、かなり内部も老朽化しておりまして、今後５カ年計画で

すか、そういった形で今、計画されておりまして、今度また新しく改修をする必要が

出てきておるということで事務局からは説明を受けておりますので、よろしくお願い

いたします。

○委員長（竹内きみ代君）

質疑の途中ですが、ただいまから午後１時３０分まで休憩します。

休憩（午前１１時３０分～午後１時３０分）

○委員長（竹内きみ代君）

休憩前に引き続き、質疑を続けます。

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

私は、監査報告にもありましたように、滞納についてちょっとお尋ねしたいと思い

ます。

経験不足、知識不足もあって、初歩的な質問にもなろうかと思いますが、ひとつよ

ろしくお願いいたします。

この報告書の６ページなんですが、滞納繰越分についての府内との比較で非常に大

きな開きが出ているというような形になっております。今回は町税について、健康保

険、そして水道等たくさんの滞納があろうかと思いますが、町税についてちょっとお

聞きしたいと思います。

現在、昨年度末で町民税で９６２万３,０００円、収入未済額で固定資産税１,７６

０万円となっているが、これで件数はどれぐらいのものになるか、お答えいただきた

いと思います。

○委員長（竹内きみ代君）
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税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

済みません、今、手元に資料を持ち合わせておりません。また、後ほど調べてお答

えさせていただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

じゃあ、あとでひとつ報告のほうをお願いしたいと思います。

それでですね、その中にまたそれ以外に不納欠損額となっておりますが、これにつ

いては要するに今後処分ができない。要するに、事業としては損金扱いというような

形になるもんでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

不納欠損につきましては５年経過、時効なり、滞納処分ができなくなってから３年

とか、そういった時効の経過等によりまして、いえば債権がなくなるという形になり

ます。ただ、地方税法的には不納欠損したからといって、本人なり納税義務者が納付

するといった場合に受けられないことはないようであります。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

滞納先については、逐一、訪問をされていると思います。それについてのそういう

資料的なもの、要するに、何月何日に誰々とお会いして、どういう約束をしたとかい

うような形の記録は残されておりますか。
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○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

不納欠損ということで、地方税機構への移管事案ということでございます。地方税

機構のほうにおきまして納税義務者と折衝して、それぞれに納付計画を合意の上で立

てて、その計画を履行してもらう、あるいは全く納付がない場合、時効の経過により

まして不納欠損ということで、できる限りの折衝といいますか、本人から納付できる

ように、そうした折衝をしておりまして、その記録は当然残されております。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

この監査報告にも載ってありますが、税機構に任せるんじゃなく、やはり町の職員

も徴収に努力されたいというようなことが書いてありました。それは実際にそのとお

りだと思います。それで、税機構に移管といいますか、そういうような形になるのは、

どういうような状態になれば税機構に移されるのか、その辺をお伺いしたいと思いま

す。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

まず、納期限、５月末とか６月末とかございます。納期限を経過して、おおむね１

５日経過後に納税義務者あてに督促を１回送ります。督促についても納期限を定めて

おります。その督促の納期限を経過しても、なお納付がない事案につきまして移管す

るということになっております。



― 53 ―

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

割合厳しいんですね。すぐに移管されるというような形になっているみたいな感じ

ですが、私、住民の方から聞いたわけなんですが、それは督促されている方じゃなし

にほかの方から聞いたわけなんですが、ある日、突然、弁護士の名前で催告書が来た

と。非常にびっくりしたというふうなことで、納税者の方についても心の準備ができ

てないというようなことがあったので、憤りを感じておられた方もいらっしゃいます。

先ほども言いましたように、やはり町の職員のほうからある程度は対応するべきじ

ゃないかと思うんですが、その辺についてはいかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

納期限経過後、おおむね１５日ぐらいたってから督促を送る際に、それでも納付が

ない場合は税機構に移管しますという一文を入れております。その後、移管されてか

ら、税機構から催告書というのが送られます。弁護士名でというのは私も承知してな

いんですけれども、そういった流れになっております。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

やはり納税者というのは滞納されていても何らかの原因で滞納。意図的に滞納され

ている方もいらっしゃるかもわかりませんけども、大半の方は善意な住民だと思いま

す。だから、やはり懇切に説明をして納税をしていただくという努力が必要かと思い

ます。
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それで、今、この決算書を見てても徴税費とかいうものがありまして、それを見て

いますと、４,０００万円。これで税金を納めるんかなと思ってましたら、それは違

うようでして、実際、和束町の職員で滞納をされた方を訪問する専任者はいらっしゃ

いますか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

専任といいますか、移管事案につきましては、税機構の構成団体である市町村、そ

れから税機構、それぞれの役割分担の中で業務に当たっておりますので、市町村に移

管事案についての専任職員というのは設けておりません。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

できましたらね、これはずっと続けるのは非常に心理的プレッシャーも大きいです

ので、３カ月に１人ぐらい交代させて、対応をとっていただけたらと思います。

それと、今は滞納の繰越分ということで、現年度分でも滞納されている方がいらっ

しゃいます。住宅ローンでもあるように、３カ月間延滞したら、もう返済は不能だと

いうような形になっております。だから、現年度分の方についても、より一層力を入

れて徴収に当たる努力をしていただきたいと思います。

それと、農村振興課長に一つお伺いします。

せんだって一般質問のときに出品茶についてお伺いしましたが、あのときに私は、

役場から出せるチラシは文章が多過ぎて、余分なことがたくさん書かれていると。も

っとインパクトのあるものを出したらどうかと言っておりましたが、それについて、

私、覚えがないですが、もう一度回答のほうを課長のほうからお願いしたいと思いま
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す。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

失礼いたしました。

お話の中で含めていたかなと思ったんですが、お答えさせていただいておらないん

であれば、出品茶推進委員会等でつくっておられますチラシでございますので、中身

を精査しながら、わかりやすいようなチラシという形で出品茶意欲を高めるような形

でまた考えていただくこととしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

それについて去年は３月に出させていただいていると思うんですが、できましたら、

１２月に１回、３月に１回というような形で、同じ文面でもよろしいし、やはり農業

従事者の方の目にとまるように配布していただいたらどうかと思いますが、いかがで

しょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

あの一般質問の後、担当のほうには秋にも入れるようにと。ご指摘がありましたよ

うに、３月では遅いということで指示はいたしました。

また、生産者団体として農協のほうもございます。本来、京都府茶品評会の主催は

生産者協議会ということでＪＡの管轄でもございますので、茶業部会のほうにも声を
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かけて、連名でも名前を挙げて出品者の方を募集するというような形にすべきじゃな

いかということで言いましたので、また、今後、そのあたりでやっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

はい、ありがとうございました。

来年度は私も一回チャレンジしてみよう思いますので、ひとつご指導のほどよろし

くお願いいたします。

私の質問は以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

先ほど午前中の最後には、いわゆるし尿の関係のやつで議論させてもらいましたけ

ども、やはり視点としては、今、こういう経済状況の中で、やはりそういった生活に

かかわる負担をこれ以上かけないというね。しかも、行政の都合といいますか、政策

的な部分で起こっていることですから、そこについては財源的にも十分対応できるわ

けですから、ぜひ検討いただきたいというふうに要求しておきたいと思います。

それで、今、村山委員のほうから、いわゆる徴収の件についてお話が出てましたの

で、関連して私の観点からお話させていただきたいんですけども、今やりとりがあっ

た中で、いわゆる税機構に移管した分、いわゆる滞納として認定された分については

税機構に行くと。なので、町のほうの担当課としては、いわゆる訪問等の働きかけは

していないということで確認させてもらってよろしいですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。
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○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

移管した分について、訪問なり折衝といいますか、そういうことはしておりません。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

そしたら、税機構のほうは訪問されているんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

税機構も訪問というのは基本的にはしないというふうに聞いております。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

ということは、税機構ができる前は、いわば税担当も含めて、滞納が発生した場合

に訪問等、ご苦労ではありますけども、していただいて状況把握、そして可能な税の

納付というものを働きかけていたけれども、税機構ができてからは、いわゆる滞納案

件については税機構に任せている。しかも、税機構でそういう訪問しているかといえ

ば、していなということなんですね。

そうなりますとね、じゃあ、税機構は何をしているかということですけども、これ

は私は直接前に聞いたことがありますが、文書による督促だけです。いわゆる税機構

のホームページ等を見ておりますと、いわゆる年に１回か２回だと思いますけども、

いわゆる年度末とか年末とか、そういう書き入れどきといったら変ですけども、そう

いう時期に一斉に電話で、これは別に税機構の職員がやっているわけじゃなくて、委

託をして電話だけしているというのが税機構のやり方です。ですので、要は、訪問に
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よって納税者の状況をつかんで適切な納税指導を行うということが一切されてないと

いうことでよろしいですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

基本的な流れとしまして、移管を受けた事案につきまして催告書を送ります。移管

を受けてから１カ月ぐらいだと思います。その後、それで反応がない場合は、２回目、

３回目を月に１回、だから３カ月続けてということになるかと思います。その後、そ

れでも反応がない、あるいは納付がない場合については、次の段階として財産徴収。

そこから差し押さえに移っていくという流れになります。その中で催告書を送って、

納税義務者のほうから何らかのアクションがあるかと思いますので、その場合にいろ

いろ納付計画を立てる相談をするという流れになっております。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

ということは、そういう最後の最後、いわゆる差し押さえとか、そういったような

状況になったときにこのことについて話をするだけであって、それまでに至るまでに

何度もそういった文書を送っておられるけども、直接お会いして状況はどうですか、

何か困難がありますかということとか、そういったことは、今の話を聞いていても一

切そういう働きかけがないということだと思うんです。全てが体面じゃなくて文書に

よってしか働きかけが行われていないというのが、税機構というものができて以降の

徴収のあり方になっているというふうに思うんです。果たして、それでいいのかとい

うことなんですね。

やはり、先ほど村山委員が言われたように、納税者の側にはいろんな事情というも
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のがあります。なぜ払えないのか、そういう事情ですよね、そういったことを丁寧に

つかんで、本当に困難であれば福祉の制度につなげていくとか、また使える減免制度

を使うであるとか、いろんなことが考えられますけども、そういう働きかけがされな

いということは、それは最後、差し押さえとかいう状況になるまで、ずっとそういう

ふうに何もされないことになります。それでは単なる取り立てでしかないと思うんで

すね。

行政が行う徴収というのは、サラ金とかが行うような取り立てではないと思うんで

すよ。やはり住民生活をどう守るかという観点から徴収業務に当たっていくというの

が本来の行政が行うべき徴収業務だと思うんですね。

先ほどの話からしてますと、そういうことが一切されてないと思うんです。その辺、

町長、いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

はい、お答えいたします。

いわゆる徴収業務、特に税においては、法律なり、そういう徴収関係に関する規定

とか、それに基づいてはやっております。その上、今回は滞納業務については税機構

へ移管する。移管する内容において、業務はそこで協議されている内容でやられてお

ると、こういうことで、基本的には納税者に立って考えていかなければならないとい

うのは、これは当然のことでありますが、その程度のどこでどうするかというところ

が非常に今回の話ですと、移管するとどうにも体面はないと、こういうことの関係で

ございますが、これについては、それに足り得る文面で処理しているのか、私も文面

を詳しく意識を持ってというのは見る必要があるんでしょうけども、これは私の不徳

のところで、まだ承知をしてないところがありますが、今後、税機構に今のご意見も

含めてですね、やっぱりそういう中で述べるときは、今の意見も真摯に聞きながら、
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今後そういうようなことには当たっていきたい。

ただ、今、聞きますと、体面の方法はとってないと、こういうこともあるようでご

ざいますので、それ以上のことは私も今、持ち合わせてないというか、これからの方

法というのは、何かに基づいていると思いますので、その辺のところを把握していき

たいと、このように思います。

ただ、先ほどもありますように、税そのものは、決算上において整理する必要があ

りますので不納欠損等を打ちますが、しかし、それによってその方の納税関係が消滅

するものではありません。これは決算上、合理的にするために不納欠損をとっている

わけでありまして、今後は住民との税の関係は残るわけであります。これは住民と行

政との関係において機械的にやられず、やっぱり住民と行政の関係は深めていくこと

も私は大事だろうと思っております。

そして、先ほど課長が言ってましたように、不納欠損を打っておっても納税者に入

れていただけたら復活するわけであります。そういう観点からも、今、ご質問があり

ましたように、税機構へ行っても、そういう観点からもやっていくべきだろうと私は

思っております。そうしないと、全て機械的にいくというのはどうなんだろうという

思いもいたしますので、この辺は行政としては非常に深いところがあります。今後も

十分ご意見を参考にしながら当たってまいりたいと、このように思います。

○委員長（竹内きみ代君）

副町長、答弁。

○副町長（奥田 右君）

今、岡本委員は納税相談の関係でご質問されていると思うんですけれども、うちも

職員を送っておりますので、いろいろ職員のほうから話を聞きましたら、まず１点は

電話相談、これは必ずやっておられると思います。滞納されている方は、先ほど言わ

れましたように、いろいろな事情がございます。その中で事情を聞いた中で、分納と

か一括納付できたらいいんですけれども、それも不可能な場合はどうするかというこ
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とで、まず１点は電話相談、それとあと、今だったら木津の広域振興局のほうに滞納

者が出向かれるといったこともございます。

ただ、以前、和束町で滞納整理していたときみたいに、各家を訪問するといったこ

とは基本的にはやっておられないのは、先ほど答弁されたとおりでございます。

ただ、納税相談が全然ないのかといったことではなくて、電話相談、また来ていた

だいて納税相談をさせていただくということはやっておられますので、補足説明をさ

せていただきます。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それはそうだと思いますけども、ただ、基本的に税機構というのは、徴収をある意

味、専門的にやっておられるというところで、本当にそれだけです、はっきり言って。

特化してます、仕事としてはね。だから、徴収がどれだけ上がるかということが何よ

りもあそこの仕事なんです。だから、そういう丁寧な対応というのは基本的にできま

せん。

前に電話でお聞きましたけども、訪問とかできないんですかという話をしたときも、

お金がありませんと言われました、それだけの予算を。人をそうやって配置するだけ

の予算がありませんとまで言われました。だから、それだけ徴収業務に特化されたと

こになっていますので、やはりそういう意味では、先ほどお話もあったように、一番

身近で行政である町が、幾ら税機構に移管するといっても、例えばその方が、逐一、

京都府の木津まで行って、どうしましょうなんてことは、言ったら非現実的なわけで

すから、やはり一番身近である行政である町自身が適切な訪問等も行って状況把握し

ていくということが今後は必要だというふうに思いますので、そこはぜひ検討いただ

きたいと思います。
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では、次にですね、児童福祉の関係で少しお聞きしたいんですけども、２７年度は

いわゆる保育園で完全給食が実施をされました。これは大変大きな前進だったという

ふうに思いますし、喜ばれていると思います。その辺、一応、大変前進面でもありま

すので、担当課としてその辺の事業についてどのように評価されているかお聞きして

おきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

岡本委員のご質問にお答えさせていただきます。

和束保育園では、岡本委員がおっしゃいますように、米飯ということで、全て給食

を実施させていただいております。保護者の方からも好評を得ておりまして、よかっ

たなという実感をしておるところでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それで、これは参考にお聞きしておきたいんですけれども、実施されたことは私も

大変喜んでいるわけですけれども、以前、この問題を繰り返し要望してきたわけです

けれども、なかなか実施には至らない状況がありました。そのときそのとき、例えば

施設的に無理があるとか、いろいろなことを言われて、こうしたらどうやろか、ああ

したらどうやろかということもいろいろ提案してきたけども、なかなかやってもらえ

ないと。あげくの果てには、いわゆる用途以外の機器を使って温めようとしたりとい

う事態もありましたし、完全給食の前には一定保温するような機械を置いていただい

て対応いただくということがありましたけれども、ただ、やはり私の印象としては、

やっていただいたことはすごくよかったと思うんですけれども、大変、ある意味、こ

んなに簡単にできるんだったら、なぜもっと早くやっていただけなかったのかと大変
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疑問に思うんですよ。これは私だけじゃなくて、実際によかったけど、それやったら、

何でこんなにおくれたんだろうかという話を結構聞くわけですよ。ですから、そうい

う点では、何がどう状況が変わったのか、そこら辺ちょっと説明いただけたらと思い

ます。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

はい、お答えさせていただきます。

まず、１点目でございますが、給食の関係の調理員の充実でございます。

平成２６年度からでございますが、実質１名、常時勤務していただきます臨時職員

がふえております。その関係で体制が整った。また一定、米飯というか、給食の御飯

を保育園で炊くという業務に関しましても一定の補助金が出まして、やりやすくなっ

たということがございますので、ご理解をお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

そういうことであればそれでよかったと思いますけども、ただ、施設的に何か困難

があったのだろうかという思いもありましたので、それはないんだということであっ

たので、確認だけしておきたいと思います。

それで、保育園につきましては、この２７年度から新制度に移った面もあるんです

けれども、いわゆる保育時間の延長が若干行われました。夕方６時１５分から６時半

に延長されたわけです。これはこれでいいことなんですけども、それに関連して、先

日も一般質問で述べましたけれども、学童保育のほうなんですね、６時半に保育園は

延長されたけども、この前も言いましたけどね、児童クラブについては６時のそのま

まであるということになりました。いわゆるある意味、小学生と幼児という違いはあ
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りますけども、基本的に、同じ働く保護者を支援するということで大きな目的を持っ

ている事業です。ですから、そういう意味では、保育時間というものもやはり連動す

べきものであるというように思うんですね。

その辺、保育園は延長できたけど、なぜ、児童クラブはそのままにしていると。し

かも３０分のスパンがあるわけですね。その差というのは一体何で生まれているのか、

その辺どうですか。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

はい、お答えさせていただきます。

岡本委員のご質問の内容でございますが、保育園では今回の制度改正によりまして

二つの保育時間を設けております。まず、保育短時間、そして保育標準時間というこ

とで二通り設けております。

保育標準時間につきましては１１時間ということで設定させていただいていまして、

短時間については少し短くなる。その分、当然、保育料にも差異を設けております。

また、短時間保育を実施する保育園児につきましては、その時間を超えれば延長を

１時間当たり幾らということで金額をお願いしているところでございます。

なお、児童クラブにつきましては、土曜日、また夏休み・冬休みの期間につきまし

ては、午前８時から午後６時までということで開設させていただいております。

岡本委員のほうから先日の一般質問でもおしかりを受けたわけなんですけれども、

当然延長を考える場合、現下としましては、一定の負担を求めたいという思いでは今

も変わっておりません。

なお、和束小学校の児童数でございますが、現在１２８人在校で通学していると聞

いております。その中で児童クラブの利用が、夏休み期間でございますが、４５人、

そして現在９月でございますが、３６人ということで、約３分の１の児童が利用され
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ている。当然、全ての児童が利用するのであれば、そのあたりもう少し検討していか

なければならないと考えておりますが、やはり利用状況に応じた対応をさせていただ

くというのが本位であると考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それは大変おかしい論議だと思うんですね。いわゆる利用者全員が延長を求めてい

るだったら考えるけれどもという話でしょう。それは違うと思うんですね。いわゆる

本当にそれだけの延長の時間を求めている方に合わせるのが本来のサービスじゃない

んですか。例えば、その方が１人や２人だったら我慢してくださいと。勤務場所も、

いわゆるこの前、言われたように、３０分以内に帰ってくるには木津川市ぐらいでし

か制限できますよと。その以内で勤めてくださいということを言いたいんでしょうか。

だから、そういう意味ではですね、本当にそういった時間を必要とされている方にち

ゃんと提供できる、どんな方も児童クラブを活用できるようにするのが行政の役割で

あって、何か全員が利用するということがないとできないというのは、それは本末転

倒だと思うんですね。

この前、言いましたように、前日、例に挙げた方にお話をまた伺ったわけですけれ

ども、例えば、この夏休みに利用されておりましたけどね、しかし、どうしても６時

に迎えに行けないと。なので、ご兄弟が迎えに行かれたというふうに聞いております。

子供が子供を迎えに行くということになったそうであります。

もう一つは、夏休みが終わったけども、例えば、どっちにしても間に合わないから、

今は利用されておりません。ということは、本当は利用させたいけども、６時という

ふうに切られていったら迎えに行けないわけですから、だからもうやめておくという

ことになっているわけです。ですから、ある意味、行政がそういった態度をやること

によって、本来利用すべき方が利用できないということになっているというのが現実
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です。

ですから、先ほど課長が言われたように、大多数の方がそういった要望をされたら

考えるけどもという考え方は、そういう少数の本当に必要とされている方を切り捨て

ていくということになるんじゃないですか。そういう方にちゃんと応えるということ

が行政としてやるべきことじゃないんですか。どうですか。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

はい、お答えさせていただきます。

岡本委員のほうから先日ありました事例の関係で、現課に戻りまして確認をいたし

ました。しかしながら、その世帯の状況をかんがみますと、私どものほうでは、家庭

のほうで対応でき得るところだと理解しておりました。現在、岡本委員から聞かせて

もらった内容とかけ離れますので、再度調べさせていただきたいと考えております。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

私が言っているのは、確認されたらいいんだけども、そういうことが現に起こって

いることに対してどう思っているのかということを聞いているんですよ。だから、２

７年度のように、保育園は６時半までしました。だけども、学童保育は６時に据え置

いていますという状況をつくっていることがそういうことを生んでいるんですよとい

うことを言っているんです。

課長は、例えば、その１人の方にそういうふうな事態があったとしても、全体はそ

ういう要望が少ないから我慢してくださいということでしょ、先ほどの話からすれば。

そうなりますよね。それが和束町福祉課の立場ですか。もう一遍お願いします。

○委員長（竹内きみ代君）
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福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

はい、お答えさせていただきます。

先ほども申し上げましたのは、そういう意味ではございません。現在そういう要望

が保護者から実際上がってこないので、うちとしては６時までの時間とさせていただ

いている。

今回、夏休みの関係でどうしても早朝、また延長保育を頼みたいとおっしゃった保

護者はございません。確かに、岡本委員のほうから福祉課のほうに相談があったとい

うことは聞いておりますが、その家庭についても、その家庭の中で、当然、一定対応

でき得るという判断をしておりました。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それはそうではないということですのでちゃんと対応していただきたいし、そもそ

も学童保育というのは、その人はそういう人がたまたまいたからということじゃなく

て、本当に和束町の児童クラブとしてどういうふうな子育て支援をしたいのかという

ことだと思うんですよ。

和束町のような、そういう通勤範囲が大変ほかの自治体に比べても、例えば、木津

川市とか精華町に比べたら公共交通機関も乏しいし、いろんな意味で困難があると。

時間もかかると。そういう中で、３０分以内に帰ってこようと思ったら大変な困難が

あるということはあるわけですよ。勤務のところも制限せざるを得ないと。そして、

それ以上でも働くんやったら、子供に我慢してもらわな仕方ないというのが現状でし

ょう。そういうことを少数のことだから我慢してくださいというのが和束町の福祉課

の姿勢ですねということを言っているんですよ、先ほどから聞いている限りはね。そ
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れでいいんですかということを聞いているんであって、じゃあ、そういう要望をされ

たらすぐに対応いただけるということですね。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）

はい、お答えさせていただきます。

現在のところまでそういう相談は本当にございませんでした。当然、保護者の方か

ら要望があれば早急に検討はさせていただかなければならないと考えておるところで

ございます。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

それでは、私のほうから１点質問させていただきたいと思います。

マウンテンバイクの関係なんです。ページは９４ページになると思うんですけれど

も、今回、水の問題で給水車の購入がありました。水をどの辺の場所に、タンクまた

は保管場所について教えていただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えさせていただきます。

親水公園内のまだ特定はしておりませんけども、そちらのほうに給水タンクじゃな

くて給水車を購入するということでございますので、タンクはまだ計上させていただ

いておりませんので、よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。
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○５番（井上武津男君）

いわゆる浄水場施設が近くにあるにもかかわらず、水を持っていかなければならな

い。給水車で持っていかなければならないということなんですけれども、できれば水

道管をマウンテンバイク施設まで移設する気持ちが将来にはあるんでしょうかね、町

長。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

今の和束町は、簡易水道でありますが、確かに湯船に簡易水道施設があります。そ

こから持っていくということですが、簡易水道の規則というんですか、この設置は生

活用水であります。そういう意味で、このまま持っていくという形になれば簡易水道

の定義から外れるということで、非常に難しい。単費でつけるとしても費用が非常に

かかると。こういう状況で、非常に現実的ではないと、こういう状況から、今回、車

での移送と、このように考えているところです。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

マウンテンバイク利用者の中にはね、ふろまたはシャワールームの設置を望まれて

いる方があると聞いています。将来、ふろ・シャワールームの設置というものもまた

考えておられるのか。例えば、国際競技をする場合に、そういうものもなければ、恐

らく利用される方もなくなってくると私は考えておりますけども、その点についても

少しお話、聞きたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）
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先ほどと重なるわけでございますが、簡易水道で提供する地域は水道法でもってど

の地域だというふうに定めております。その範囲内で簡易水道を提供しているわけで

あります。今回の地域については除外になっております。そういう中で持っていくか

というのは、先ほどの話をさせていただきました。

将来、そこに住宅地とか、いろいろとこういう状況がもし将来変わり得るというこ

とになれば、この簡易水道地域の変更というものをしていかなきゃならないわけであ

ります。ただ、競技があるという中でのそれに該当するかということは非常に難しい

というように思いますので、先ほどのように、その間は給水車でもって対応していき

たいと。

将来について、もしそこへいろんな住宅地が進むなり、いろんな選手団の生活根拠

地が生まれてくると、こういうことになれば状況が変わり、そのサービスエリアを改

正していくべきだというように思いますので、そういうふうになればいいんですが、

当面はなかなか難しいという判断をしています。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

京都でもめずらしくマウンテンバイク場をつくられているということなんで、今後、

国際的な競技場とされる場合は駐車場の問題、その他、センターハウスとか、そうい

うものをつくっていかなきゃならないという、そういう問題も生じてくると思います。

その点について少しお聞きしたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

今のマウンテンバイクのこういった競技施設というのは、近畿では１カ所あるとい
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うふうに聞いております。そういうことで、こういったマウンテンバイクの愛好家に

はスキー場を使われていると、こんな状況である中で、和束町では湯船の財産区の森

林公園の中で非常に適しているということで、この施設を誘致いたしました。

これは将来、オリンピックにも該当するスポーツと聞いております。そういうこと

を考えていくと、先ほどのように、さらに和束町としても発展をさせていただきたい。

そういうことに考えていきますとですね、湯船についてのそういう設備は将来に向

けて、今、言われるように、当然、それに足り得る施設というものは検討していくべ

きだというように思っております。

もう少し具体的に、どの施設にどの立場になるのかと少しまだわからないところが

あるんですが、そういう整備、将来、世界大会をやるということになれば、世界大会

を開催でき得るような施設を考えていくというのは私は大事かなと、このように思っ

ておりますので、今後の中で、その状況を見ながら努力をしてまいりたいと、このよ

うに思います。

さっき水道法と言ったけど、水道法の中には簡易水道は給水区域を定めて、そして

和束町も給水区域を定めて水道を提供する、これは水道法にもきちっとこういうふう

にうたわれておりますね。だから、うちの中で給水区域を定めております。この給水

区域の中で和束町が定めているところに、今、言われているあの地域は入っておりま

せんと、こういうことで、もう少し細かく説明させていただいたと、そういうことで

す。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

それでしたらね、町長、給水区域をいわゆる競技場の、できたら競技をしていきた

いという希望のあるところにまで広げることは可能じゃないんでしょうかね、将来に

おいて。
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○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

これも答弁が先ほどと重なって恐縮ですが、簡易水道法というのは生活用水であり

ます。この生活用水というふうに認められるならば、あの区域に和束町のほうで水道

法に基づいて区域を加入する手続をとってもいいと思いますが、なかなかその辺のと

ころが認められるか認められないかという問題であり、私はなかなか難しい判断だろ

うなと、このように思っております。

そして、大きく団地とか選手団の用地が出てくると。費用を言うてるわけでありま

せんが、それは入れていかなきゃなりませんが、今のところの施設の水が要るという

だけの話の中では、選手に対しては水道法には基づきませんから、補助金の適用を受

けません。そうなれば単費でやらなきゃならん。単費でやると相当な非常がかかりま

す。何億円という費用がかかります。そういうことにおいて何人かの選手の水の供給

に足り得るか、費用対効果から難しい問題が起こります。しかし、これはほっとくわ

けにはいきませんので、初歩的な問題として、いわゆる給水車ですね、それを購入し

て足りないところをとにかくフォローしていこうと、こういうことです。

将来については、先ほど申し上げましたが、水道法の適用になる住宅地域になって

生活用水路が配水するならば、このように区域に入れて、そして給水する。そのため

には国の補助金もとってくると。これはやぶさかじゃないと、将来のことはわかりま

せんが、近い将来の中では、給水車でやりたいということで、この際、予算でお願い

してご承認をいただいたと、こういうことでありますので、そういう立場に立ってい

るということでご理解をいただきたいと思います。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。
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○５番（井上武津男君）

よくわかりました。そういうことでしたら、これは給水車で今回はいわゆる簡易的

なものの考え方でやられるということですので、それでされていったらいいと思いま

すので、しかし、最終的にはそういうところに観光客を呼ぼうとか、そういう施設を

挙げて和束を盛り上げようとするならば、施設づくりの中で選手団の休まれる場所と

か、そういうところに給水場が入るような形のものを考えていっていただいたらあり

がたいと思います。

これで私の質問を終わります。

○委員長（竹内きみ代君）

４番、吉田委員。

○４番（吉田哲也君）

それでは、３点ほど質問させていただきます。

９８ページの一番下なんですけど、金額的にはそれほど高くないんですけど、交通

安全灯とカーブミラー設置というのがあるんですけど、カーブミラーの設置場所とい

うのをお聞きしたいんですけど。

よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

平成２７年度におきましてカーブミラーの設置場所でございますが、カーブミラー

につきましては、８カ所という形で設置させていただいたというところでございます。

細かな区の内訳につきましては手持ちがございません。

このカーブミラーと交通安全灯の設置につきましては、毎年度、区長さま要望を聞

かせていただきまして、それに基づいて現地調査等をして、必要なところにつけさせ
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ていただいておるというところでございます。

カーブミラーにつきましては、新設及び更新のほうも対象としておるということで

ございまして、平成２７年度につきましては８カ所つけさせていただいたというとこ

ろでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

４番、吉田委員。

○４番（吉田哲也君）

交通安全灯というのは、カーブミラーの上についている灯のことでよろしいんです

ね。

それと、その下にあるお茶の京都の街路灯設置と書いてあるんですけど、街路灯の

設置はどこでやっているんですかね。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

交通安全灯につきましては、いわゆる防犯灯でございまして、電柱等がある場合に

つきましては、そこへ転嫁させけていただいておるというところでございます。ない

ところにつきましてはポールを設置してつけさせていただいておるというところで、

昨年度につきましては６カ所つけさせていただいたというところでございます。２７

年度からは全てＬＥＤの街灯をつけさせておるというところでございます。

「お茶の京都」街路灯の設置工事でございますが、これにつきましては補助金をお

茶の京都事業という形でいただいておるということで、こういう形で決算処理にのせ

させていただいておるということでございます。

具体的には、正法寺の下からローソン前の交差点のところの府道のバイパス沿いで
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ございます。それに街灯を５カ所つけさせていただいたというところでございます。

これにつきましては、観光客対策という形でつけさせていただいたというところでご

ざいます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

４番、吉田委員。

○４番（吉田哲也君）

はい、ありがとうございました。

二つ目になるんですけど、１４８ページの一番下に当たるんですけど、ことしは活

発にスズメバチが出ているようなんですけど、ハチ予防防護服というのは購入された

と思うんですけど、これは何着か、何組というんですかね、購入されたかお聞きいた

します。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

従来持っておりました防護服が古くなりましたので、２着買わせていただきました

ので、よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

４番、吉田委員。

○４番（吉田哲也君）

それでは、最後に１２０ページの積立金、地域福祉基金積立金７,０００万円をち

ょっと超えているんですけど、これはどういった目的の積立金かお聞きいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。
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○福祉課長（岡田博之君）

吉田委員のご質問にお答えさせていただきます。

和束町地域福祉基金につきましては、平成３年１２月に議会のご承認をいただきま

して設置させていただいた基金でございます。

使用目的については、高齢者社会に対応し、地域における福祉・保健に関する事業

の推進を図るため基金を設置するということになっております。

これまで、平成３年から平成５年まででございますが、８,１５６万１,２９７円積

み立てさせていただきました。また、平成２２年度には５,０００万円、平成２５年

度には２,５８９万６,０００円積み立てさせていただきまして、平成２７年度、昨年

度については７,０００万円積み立てさせていただきました。

現在、積立元金の合計が２億２,７４５万７,２９７円、そして、これまでの基金に

よる利息相当額が１５８万９,３８２円、合計、２７年度末で２億２,９０４万６,６

７９円積み立てております。

使用目的でございますが、第４次総合計画の後期計画にも記載させていただいてお

りますとおり、総合的な保健医療の中核施設として国保診療所と、また保健福祉セン

ターの新設を含む総合福祉センターの整備を推進したいという目的で積み立てさせて

いただいているものでございます。

なお、保健センターにつきましては、一定、診療所の業務、また社会福祉センター

の業務というのを二つ持ち合わせておりますが、医療部分に関しましての適切な補助

金が現在のところないということで、現課としても苦慮しているところでございます。

また、財政的にも、やはりこの基金と過疎債ですね、それを活用しながら、何とか

近い将来、建設できればということで検討しているところでございますので、ご理解

をお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。
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○６番（岡田泰正君）

私から、またもう１、２点お伺いしたいと思っております。

８４ページになるんですけれども、庁舎改修工事実施計画の業務委託、この前、臨

時議会におきましてこの件については皆さんと協議をしたわけなんですけれども、そ

のときのいろんなことを思い出しますと、やはり一日も早くということは当然ござい

まして、そして交付金は３月３１日にかかわらず３０日で工期を上げるというような

ことでございました。

それで、工程表なんですけども、この前は業者さんじゃなくて総務課のほうから工

程が上がっておりましたけども、新たに工事の締結をされまして、業者のほうから新

たに工程表というものが上がってきておろうかと思いますけれども、上がってきてま

したら各委員の皆様方に配付をしていただきたい、これを要望をお願いしたいんです

けれども、どうでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

庁舎の耐震補強及び改修工事につきましては臨時会を開かせていただきまして、ご

承認いただいたということで、非常にありがたく思っておるところでございます。

今、岡田委員からご質問がございました工程表の関係でございますけれども、工程

会議につきましては、既に１回開かせていただいて、現在、第２回目の工程会議、本

日まさに開いておるというところでございます。本日２回目の工程会議で当面の詳細

な工程が出てくるということをお聞きしておるわけでございます。この工程会議で出

されました工程につきましては、逐次また議会のほうへもご提供させていただきたい

と思っておるところでございます。

以上でございます。
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○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

今、ご答弁いただきましたように、工程は最終打ち合わせが終わるということでご

ざいます。工程表が確定されました時点では、各委員、また理事者の方々に速やかに

徹底していただくように、工程表を一部ずつ配付していただきたい、このように思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

あと、１点だけお願いします。

１５４ページ、農村のほうの関係なんですけれど、農地等情報総合管理システム保

守点検委託料、それから農地地図情報システム保守点検委託料、これはよく似た関連

の委託料になっているんですけれども、その違いというものはどういう形で、どのよ

うな委託になっているのか、その２点についてご答弁願います。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

岡田委員のご質問にお答えいたします。

農地等情報総合管理システム保守点検委託料と、それから農地地図情報システム保

守点検委託料でございますが、これは現在、農業委員会が農業委員会業務のために使

用しているシステムでございます。それぞれ上のほうにつきましては、農家台帳的な

感じ、農地の名寄的な感じ、もしくは世帯主、所有者全てを管理しているシステムで

ございまして、地図情報システムにつきましては、和束町の航空写真の図面からその

場所を特定していくようなものでございまして、定期的な点検・保守をさせていただ

いているということでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。
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○６番（岡田泰正君）

今、ご説明いただきましたように、農地等情報の総合管理システム保守点検委託料

ですね、これは農家台帳という形でとられているわけですね。そうすると、各農家の

保有面積、財産がどのようになっているかというようなことが一応基本になってこよ

うかと思うんですけれど、この前、新聞でご案内されていたんですけれども、直接の

相続人がおられなくて、相続人はよそにおられるというふうなことがあるんですけれ

ど、そのときに相続をしないというんですかね、相続人はおられませんから、その方

が亡くなった。そして、その届け出があった。そのときに土地の相続をしなきゃいけ

ないよというふうなことが行政のほうから死亡届がなされたとき、あるいはそれ以降

において連絡するすべがないわけですね。

精華町なんですけれど、そういうときにはこういう方法がありますよという一つの

案内書をＢ４ぐらいの用紙にまとめて、相続のほうは速やかにしてくださいねという

案内書、いろいろなことも役場のほうでお手伝いさせてもらいますよという一つの案

内書の文書をつくったやつを総合的に出しておられるというふうなことをお聞きしま

した。

そして、和束町のほうはそれはやってはるのかなと思って聞くと、これぐらいの用

紙に死亡された後の手続についてはこういう案件がありますよという一つの文面があ

りました。それは私も見させていただいたんですけれど、余り細かい字で書いてあっ

て、どれがどこのほうに行って手続すればいいのかというふうなことが非常にわかり

づらい。

それと比較対象で精華町のほうの文面を見ますと、農村のほうではＢ４の用紙に、

こういう大きな流れがありますよ。これについてはどこどこへ行っていただいたら、

すぐに手続できますよ。あるいは、福祉のほうの関係で年金関係の手続をする場合は、

こういうものがありますよと。その人に該当なくても、そこへ行けば福祉のほうから、

あなたはこれが該当ありますから、手帳等々返してくださいねと、すぐに一目瞭然で
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わかるわけなんですね。それは和束町のほうはごたごたに１枚の用紙に書かれている

もんですから非常にわかりづらい。だから、置いておいて手続をしない。

そうすると、やはり農振の後の管理追求というものができにくいし、税金関係の課

税台帳の書きかえも非常にややこしくなってくる。そういうようなことがありますの

で、できましたら各課で、亡くなった方に対してはこういう後の手続をお願いします

よというふうなことをまとめていただいて、それを一つの冊子みたいな形で、死亡届

に来られたときにはこういう相続手続をお願いしますというようなことをやられては

どうかなと思うんですけれども、農村と税住民課長のほうでどういうお答えを持って

おられるのかお聞きしたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、お答えいたします。

今おっしゃいました相続、農地を誰が耕作するかということで、農家台帳の整備に

つきましては所有権が移転しないとわからないんで、確かに死亡届を出されただけで

は農業委員会のほうで把握できるところではございません。

また、今おっしゃったように、登記が完了すれば所有者の方も動いてきますので、

その分につきましてはもう既に２１年ぐらいの農地法の改正の時期に相続する権利者

が確定すれば、農業委員会に出すことになっておりまして、それを出さなければ、た

しか３万円の過料ということでございます。

一応、報告する義務としては、土地が動いたとき、もしくはどの方が相続されるか

わかりませんけど、それができた時点で、大体半年ぐらいの中で出してくださいよと

いう形でございます。

現に、今おっしゃった死亡届の段階で誰も決まっていないと。ただ、将来的にこう

ですよということでお伝えすることで記載は可能かわかりませんけども、死亡届が出
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て、それから死亡された方の今後の国保とかいろいろな関係の手続をされる段階で、

即、しなければならない業務ではないところにはなるんですけども、おっしゃいます

ように、やはりそのあたりにつきましてはお知らせしていかなあかん。

その当時、法律が変わった当時にはパンフレットが出てましたので、それを住民課

じゃないですけど、置いていた経過があったと思うんですが、ご指摘いただいたとき

に見に行きましたらなかったということでもございましたので、それはそれでまたチ

ラシとして印刷なりかけて用意していかなければいけないかなというふうに思いまし

た。

また、もし相続とかの登記を家屋調査士であったり、そういった事務をお願いされ

るにつきましては、既に国のほうから協会のほうを通じて、こういう農地の移転があ

った場合にはこうしなさいよということで、そういう事務をされている方には既に伝

わっておりますので、もしそういう方が受けはりましたら、それは忘れず申請してい

ただいていますので、ただ、個人さんとして相続されて、自分で登記されたら、わか

らなかったらできませんけども、調査士とか、そういった形を通じてやられるんであ

れば、業務として知り得ておりますので、漏れることはないかというところでござい

ますので、よろしくお願いします。

でも、お知らせすることについては、それはやっていけばいいと思いますので、今

後、気をつけて、そういった形でやりたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

先ほど手に持っておられたぐらいの大きさの紙で、例えば後期高齢の方でしたら葬

祭費の手続、また国民健康保険の方につきましても葬祭費の手続がございます。あと、

未支給年金の請求なりいうことをその紙に記載してお渡ししております。ただ、ぽい
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と渡すだけではなくて、これについてはこういうことですと逐一説明してお渡しする

ようにはしております。

ただ、今、農村振興課長からありましたように、税住民課で把握できるものだけじ

ゃなくて、それ以外の課で必要なものも当然あろうかと思いますので、その辺につき

まして、またいろいろ関係各課相談しながら、よい方向に向けていきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員。

○６番（岡田泰正君）

今おっしゃっていただきましたように、各課縦割り行政じゃなくて、やはりこうい

った問題は各課が横の連携をとっていただいて、土曜日、日曜日は休みですから、そ

のときに担当者がいなかったら説明できないよねじゃなくて、その用紙があれば誰で

も説明できるような、やっぱりサービスですのでね、一つの行政のサービスとして一

つの物事をとらまえて、案内書みたいなものをおつくりいただければありがたいかな

と思っておりますので、今後ご検討をいただけたら、またそのひな形といいますか、

そういうものは精華町のほうで私も行って一応確認しておりますので、非常によくで

きた文書でございます。もし参考にされるんでしたら、またご検討いただければと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

質疑の途中ですが、ただいまから午後２時５０分まで休憩します。

休憩（午後２時３７分～午後２時５０分）

○委員長（竹内きみ代君）

休憩前に引き続き、質疑を続けます。

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）
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１０２ページなんですけども、負担金補助及び交付金の欄で一番下に京都地方税機

構負担金３０５万８,９６２円となっていますが、これはどのような趣旨の負担金か

ご説明いただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

京都地方税機構の運営に係る経費につきまして、構成団体で負担しているものでご

ざいます。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

税機構のほうに和束町から出向されていると聞いているんですが、その方の給与等

はこの中に含まれているんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

人件費につきましては、総務課のほうから答弁させていただきます。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

お答えいたします。

京都地方税機構に１名の者が派遣させていただいておるというわけでございます。

その人件費につきましては、和束町の一般会計の中で支出させていただいておるとい
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うことでございますが、その分に見合う分につきましては、決算書の８ページにござ

いますように、分担金及び負担金、２項負担金の１目総務費負担金ということで、地

方税機構派遣職員人件費負担金ということで、税機構のほうから４５０万１,５０４

円、町のほうへ負担していただいておるというところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

先ほど岡本委員の質問にもございましたが、税機構の仕事を聞いていましたら、書

面で督促を送るとか、電話で送るとかいうようなことだけですけども、ちょっと高い

んじゃないかと思うんですけども、これは要するに各市町村が公平に分担しているわ

けなんでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

均等割の部分とそれから人口割といいますか、その部分とございます。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

昨年度の不納欠損額を見てますと、町税と健康保険で約２００万円の不納欠損金が

出ているわけなんですが、先ほども言いましたように、やはり行政は税金で動いてい

るということでもありますし、取り立ていいますかね、督促に対してはもっと強く出

るべきじゃないかと思います。

それで、昨年度、法的処理された分はございますか。その辺、確認いたしたいです
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が。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

まず、不納欠損につきましてですが、合計は出してないんですが、住民税で計３２

件、これは期別の数でございます。３２件で２４万５,３７５円。今のは個人住民税

です。それから、法人住民税では２件で２６万円、それから固定資産税では８２件、

５８万に３４５円、軽自動車税は２０件、５万３,９１０円、国民健康保険税では１

０５件、８４万９,２３０円ということで、合計につきましては、済みません、２４

１件でございます。

あと、差し押さえ等ということになるんですが、差し押さえにつきまして、２２年

の移管以降、２７年度で幾らというのは、済みません、出してなくて、２２年の移管

以降、ことしの８月までの分ということでお許しいただきたいと思うんですが、差し

押さえをして、それを換価したというのもありますし、差し押さえをきっかけに納付

に至って、差し押さえが解除されたものも含めての数字となります。ということで、

件数としては５,０４５件、収納額として２,９２９万１,６６８円、これが差し押さ

えに係る収納でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

私は、法的処理をしたんがどんだけと聞いたんですが、初め、これ３２件、２件、

８２件、この数字は何だったんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。
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○税住民課長（細井隆則君）

２７年度中の不納欠損処理の数字でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

先ほども言いましたけど、町長にお聞きします。

督促の専任を設けるべきだと思うんですが、その辺についてはどうお考えでしょう

か。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

こういった小規模町村においては、いわゆる調定から徴収まで一貫している消し込

みまでですね、一貫しているというのが正直なところであります。そういった中で、

整理に関する業務はお互いに広域でやりましょうということでこういう事務組合が結

成されてきていると。税機構が生まれてきていると、こういうことでありますので、

大きいとこでしたらそれで専任体制はいけるんですけども、小規模がゆえにとってお

らないということで、今後もその方向でいかないと、なかなか厳しい状況にあると、

このように理解いたしております。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

専任という意味は、私は、回収の目的もあります。それと、もう一つは、現在の若

い人は対人関係が苦手な方と思います。だから、滞納されている方は一癖も二癖もあ

る方が多いと思いますのでね、そういう方に鍛えられるというのもいいと思いますの

で、そういう意味で専任もどうかなと思うんです。その辺、町長、どうお考えでしょ
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うか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

はい、お答えいたします。

役場の業務というのは、行政はサービス業務というんですか、その業務に値するわ

けで、いわゆる住民と対人して、住民との中での仕事をさせていただくということで、

どの部署においても、今、申されておる難しい、そして住民の立場になって物事を考

えていくというのは、どの部署でもそういう厳しさはあるものです。だから、徴収業

務だけがそうであるというふうには私は理解はいたしておりません。

日ごろの持ち場、それぞれ与えられた中で最善を尽くしていくべきだと。そしてス

キルを高めていただくと、こういうことが大事であろうと、このように思っておりま

す。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

住民の方も感じておられることなんですが、窓口へ来たらおとなしいというかね、

なかなかドアがあいてもこちらを向いていただけないというようなことをよく聞きま

す。だから、そういう人こそ鍛えるべきだと思って、専任のほうに行かせたら、より

鍛えられて、立派な公務員になれると思っての意味合いもございますし、今は人が足

らんと思いますけども、やはりこういうことも必要かと思います。今後、気が変わっ

たらまた設けてください。

以上、終わります。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。
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○７番（岡本正意君）

済みません、今、京都地方税機構負担金の項目があるこの欄ですね、負担金補助及

び交付金の中で、どの項目というわけじゃないんですけども、不用額が２４３万４,

１１３円出ておるんですけども、この項目の中で不用額が２４３万円出ているという

のは、どの点について不用額なんでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

済みません、申しわけないです。お答えさせていただきます。

途中で職員が変更されたことによる人件費の異動といいますか、差がここに出てき

ているものでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

このいわゆる負担金補助及び交付金という項目の６項目ありますけども、この中で

一番大きいのは地方税機構負担金でありますけども、これはいわゆる人件費じゃなく

て機構への必要経費の分担金と先ほど聞きましたけども、この中に何らか人件費にか

かわる、これは税機構にかかるものなのか、それとも、この中に２４０数万円の経費

のかかるものがあったのかどうかですね。今、人件費と言われましたけども、何の人

件費ですか。

○委員長（竹内きみ代君）

地方創生担当課長、答弁。

○地方創生担当課長（草水清美君）

ただいまのご質問の件でございますが、地方税機構の負担金につきましては、それ

ぞれ各町村から職員が集まって構成されている組織でございますので、全体をプール
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されて、その中で先ほどの税住民課長の答弁でもありましたように、人口割でありま

したり、均等割でありますので、配分されてます。そういった関係で、人件費も全て

プールされて計算されているということでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

地方税機構の負担金の減額ということで、はい、わかりました。ちょっと不自然に

ありましたので、先ほどの人件費は別に分かれているという話だったんでね、派遣の

こちらのほうで４００万円ぐらいありましたよね。だから、そちらにあるのに人件費

て言われたので、どういう意味かと思ったので質問させていただきました。

それと、済みません、あと文書広報費の中であるんですけども、いわゆるこの間、

取り組んでいただいております光ボックスの関係です。

平成２５年度の途中から光通信の開通に伴って取り組んでいただいているわけです

けども、大変、この間、繰り返し指摘もしてますけども、普及がなかなか困難である

ということでなっておりますが、平成２７年度における普及数というのはどの程度で

しょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

総務課長、答弁。

○総務課長（中嶋浩喜君）

はい、お答えいたします。

茶源郷行政情報配信システムの整備でございますけれども、平成２７年度中に設置

させていただいた台数というのは今、手持ちがございませんけれども、２８年度３月

末時点の利用台数につきましては４１６台ということとなっておるわけでございます。

ちなみに、今年度、現時点までにつきましては３台の新規設置というのにとどまっ

ておるというところでございます。一層の利用促進につなげたいということでござい
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ます。

３８３台から４１６台に伸びたというところでございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

いわゆる平成２７年度は１年かけて３３台ということだと思うんですね。もちろん

ゼロじゃないですからあれなんですけども、ただ、やはり前から言っておりますよう

に、光ボックスのやっていく趣旨としては、当初、いわゆる町営放送に変わる町から

の情報を各世帯にも配信していく。特に、それだけじゃなくて、高齢者などの見守り

であるとか、そういったものにもそれが役割を担ってもらうという趣旨でこれを入れ

られたというふうに思うんです。

ただ、やはり４１６台に２７年度はとどまったという点では、やはりそれの当初の

趣旨からしても大きくかけ離れていっているという状況があると思うんですね。です

ので、もちろん今、言われたように、普及に力を注ぎたいとは言われると思うけども、

やはりこれまでの同じように、とにかくやってください、やってくださいというだけ

では普及はできないというふうに思うんですよね。本当に一定普及をしたいというふ

うに町が思っておられるんであれば、もうこれぐらいで結構ですということだったら

別ですけども、もう少しちゃんと一定の数まで普及したいということであれば、具体

的な施策というか、一番ネックは、あれを置くこと自身は無料ですけども、光の契約

をしなくちゃいけないと。それの契約料、使用料というものが大きなネックになって

いる。特に高齢者の世帯にはなっているということがはっきりすると思うんです。

公民館に設置をいただいて、そこに集まれば見れますよということは、それはそれ

でいいかもしれないけども、あくまでこれは各世帯に配信しているものであって、そ

れがあるからもういいということじゃないと思うんですよ。そういう点では、今回の



― 91 ―

年回通じて３０数台にとどまったということを受けて、もう少しもう一歩踏み込んだ

施策をしていかないといけないときではないかと思うんですけども、そこは町長どう

ですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

この光ボックスの件ですが、この件につきましては岡本委員もご承知だと思います

が、和束町にはＮＴＴでもって光ケーブルは布設しなかったというところで、非常に

厳しい地域でありました、そういう通信情勢においては。中で今までのＣＡＴＶを光

ケーブルにかえてやるか、それは町村が持たなければならない。ほかの地域は全部Ｎ

ＴＴさんがやられているのに、なぜ和束町の小規模が和束町でやらなきゃならんとい

う、非常に私にすれば当時矛盾を感じておりました。ＮＴＴがすべきやなかろうかと、

こういう立場でおりました。

ＮＴＴは光ケーブルを布設すれば、それだけの効果が上がれば布設いたしますよと、

こういう話になりまして、それだったら光ボックスを買って、うちのほうから無料で

もって渡しますよというのが第２弾の話であって、第１目的というのは、光ケーブル

を全町内に布設すると、ここがＮＴＴでもって布設すると、これが第１目標でありま

した。光ボックスは、そういう意味では手段でありました。

ところが、今、岡本委員が言われますように、これは一つの方向性とすれば、いわ

ゆる見守りの関係とか、いろんな可能性があると、こういうことでありますが、今の

段階でやりましても、この扱い方には非常にまだ難しい問題があると。ＮＴＴの中で

は、機器等について現在研究もしていただいているところであります。そういうこと

で、一方では研究し、さらに充実させていこうと。

もう一つは、これを使って和束町の課題でもありますテレビ行政を継続していけた

らと。こうなってきて、だんだん住民の要望が高まるということを待ちつつ、この第
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２手段である光ボックスを広めていこうと、このように思っているところでありまし

て、今のままで岡本委員が言われるように、全町域にしても、機器がもう少し簡単な

ものになる時期があるのではなかろうかなと、こういう点があって、なかなか思い切

れない面があります。

そういうことで、いましばらく、今、総務課長が申しております、遅いですけども、

一つ一つ自然的に高まり、そして行政が進行できる拡大の振興策を入れつつ、当分の

間はこの方向で進めていきたいと。一定時期に来たときには、もう少し検討を深める

と、こういうことで進めてまいりたいと、このように思っているところでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

その辺がいつになるのかということもありますけども、ただ、どちらにしても、結

構この事業に対しては住民の方の意見も厳しいものが最近多くなっていると思うんで

すね。これやってどんな意味があるのかとか、失敗じゃないのかとね、そういった声

も事実としてありますし、そういう点では、一定の方向性というのをしっかり持って

ですね、本当に多くの方に置いていただきたいということであれば一定の負担の軽減

というものもしていかないとなかなか厳しい方が多い中で、そこも含めて検討すべき

ときだと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

それともう１点、広報紙の関係ですけども、これはいわゆる連合の事務としてされ

ているわけですけども、これは連合の事務として扱うべきものなのかということが私

は思うんですね。これだけ、今、茶源郷とか和束町を本当に知っていただこうという

ような動きは強めている一方で、町のいろんな情報の顔である広報紙というものが、

いわゆるれんけいという名前としては大変わかりにくい名前のもとで３町村の合同の

広報として出されているというのは、ある意味、大変矛盾したことをされているんじ

ゃないかと思うし、また、住民に対する広報ですから、そういう意味では、やっぱり
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わかりやすい広報を伝えていくという点でも検討し直すべきときじゃないのかと思う

んですね。

今、町長はたまたま連合長をされてますけども、一応やはり広報紙というのは大変

大事な面もありますので、その辺、連合の事務として今後もこれを追い続けていかれ

るのかどうか、その辺どのように評価されているのか、お考えを聞きたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

はい、お答えいたします。

各市町村の広報紙というのはお知らせもありますが、第一目標にしておりますのは、

やっぱり地域づくり、まちづくりを住民と協働して進めていく、そういう手段に広報

を使っているわけであります。そういう意味において、広報の連携の中で広報紙とい

うのは、やはりこの３町村の地域づくりがいかにあるべきかと、こういう観点からま

とまった広報をしていくというのが最終目標に据えていかないといけないと思います。

まだ、今に至っても３町村分け合ってお知らせを流すとか、そういう方向で来てお

りますが、この広報というのは非常に私も難しい問題であろうと思っておりますし、

やはり地域が連携で広報紙を扱うなら、３町村の地域づくりが広報紙で高まるという

方向でなければいけないというふうに思っております。そして、和束町のまちづくり

はどうなのか、南山城のまちづくりはこうなんだ、そして笠置と、お互い情報交換も

あるような地域づくりの広報になればということで、今、研究を進めているところで

あります。

確かに、今、言われるように、どこの企業でも広報紙が一番難しい内容であるわけ

でありますが、これからも、今、言われるように、本来のあるべき広報紙の作成とい

うことで、これからも努力をしてまいりたいと思っております。お知らせはお知らせ

で、違うもんで流せばいいわけなんで、広報紙でお知らせというのはいかがなものか
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という面も私も考えてないわけでもないんですけども、今後、充実させていくという

観点から努力してまいりたいと、このように思います。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

私はやはりもちろん近隣の３町村に限らず、近隣の自治体との情報交流であるとか

いうことそのものは大変大事だと思いますけども、やはり和束町の住民に対して、よ

りわかりやすい行政情報を提供していく、お知らせしていくということが一番の目的

ですから、和束町として広報を発行していくというのがあるべき方向ではないかとい

うふうに思いますので、そこは連合との事務の関係もありますけども、私はぜひそう

いった方向を考えていただきたいというふうに思います。

次に、下水道の関係を聞いておきたいんですけども、この２７年度における下水道

の接続の推移といいますか、状況ですけども、どのようなものか説明いただきたいと

思います。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

今の岡本議員のご質問ですが、平成２７年度におきまして２２件でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

大体、今の全体の接続率というのはどの程度になったんでしょうか。接続率です。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。
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○建設事業課長（馬場正実君）

現在の接続率ですけども、接続戸数が７１２戸、接続率は人口比率で出しますけど

も、７１％です。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

この下水道事業自身、大変始まって長い時間がたっておりますけども、いわゆる７

割を少し超えたところというのが２７年度の実態になっております。

やはり接続はなかなか大きく進んでいかないというのが、この事業のある意味大き

な問題になっていると思うんですけども、その辺、今後の接続を進めていくという点

ではどのような考えというか方向性をお持ちですか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

今のご質問ですが、基本的には下水道につないでくださいという啓発はしておりま

す。ただ、単独浄化槽をまだ持っておられる方等々、それからもう一つは、逆に空き

家になっていく家等もございますので、こちらとしましては、新しく改良される場合

については下水道につないでくださいということで進めております。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

やはり大きなネックとしては、今、高齢化も進んでいくという状況もある中で、今

さら接続というところも、だんだん年々過ぎていけばいくほど強まっていくこともあ

りますし、特に接続するには大変経費がかかっていくと。改修というものも大きくか

かりますので、大きな出費になるということがなかなか進んでいかない原因としては
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長年あると思います。そういう点では、やはり一定の布設に係る負担を少しでも減ら

していくということが一方でなければ、じゃあ、つなごうかという意味での動機づけ

になっていかないということもあると思うんですね。その辺、今後、まだ３割残され

ているという状況の中で、そこに向けての今後の取り組みというのはないのかどうか、

その辺、町長いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

この件は二つに分かれて考えていかなきゃならないというふうに思っております。

一つ目は、今、担当課長から答弁ありますように非常に高齢化してきていると。そ

して、ひとり世帯とか、そういう家庭があるわけです。また、それが空き家に変わる

と。そういう中でいきますと、なかなか構造的な和束町の問題を抱えていると。こう

いう観点から、高齢化社会に対応するまちづくりという観点から下水道問題も考えて

いかなきゃならないと思います。

先ほどありましたように、また若い人が帰ってこられたときには、公共下水に入っ

てもらうように努力していこうとか、そういういろんなところでまちづくりとかかわ

ってこの問題は考えていくべきだというのが一つの考え方であります。

もう一つは、和束町全域が公共下水道で全部行き渡っているということではないわ

けで、地域によれば、合併浄化槽とやってもらっているところがあるわけであります。

そういった個人負担の公平さといいますか、なかなかここが難しいところであります

が、いわゆる公共下水道ということであって、その負担率を下げていくというバラン

スの問題があるのかなと。

こういう意味で、非常に状況を見ながら、これを考えていくなら、公共下水道とい

うよりも下水道対策をどうしていくべきかという観点から考えていかないと、なかな

か進まない問題があろうかと思っております。
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和束町全域に公共下水道に広めていくというのが一方では大事かと思いますが、こ

れもなかなか当面進まない問題であります。そういう中で、こうした問題も少し私た

ち行政が進めていく上においては大きな課題として抱えていると、こういうことであ

ります。

この二面がこの問題について非常に難しく、前面にはばかっていると、こんな状態

だというように理解しております。

どうかよろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

もちろんまちづくりということでかかわらない問題はないわけですけども、ただ、

やはり実際になかなか進んでいかないという状況もある中で、そういったことも今後

含めて検討いただきたいというふうに、これは改めて要望しておきたいというように

思います。

次に、国民健康保険について税住民課長にお聞きしたいんですけども、先日いただ

きました関連の資料の関係でありますけども、短期証の交付世帯というのが一応８世

帯というふうに平成２８年３月３１日現在、ということは、平成２７年度中における

発行が８世帯というふうに伺っておりますけども、これはもう一つ、まだ保険証自身

を更新されていない世帯として短期証の対象世帯が１３世帯あるというふうにも聞い

ておるんですけども、実際は合わせての世帯ということでよろしいでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

そのとおりでございまして、計２１世帯ということになるかと思います。
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○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

この短期証の交付についてもですね、いろいろと基準はあると思いますけども、こ

のいわゆる２２世帯というものに短期証の対象になっているということなんですけど

も、これはいわゆるどういう事情でこういった短期証を交付するということで判断を

されてますでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

短期証の交付につきましては、委員おっしゃったように、短期証の交付基準を設け

ておりまして、それに従って発行しているものでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

私が言っているのは、いわゆる基準はもちろんあるでしょうけども、当初この制度

というのは、ご存じだと思いますけども、いわゆる悪質なケースに対して対応すると

いうことを目的に、短期証であるとか、また自治体によっては資格証明であるとかい

うことを発行して納税を促すと。また、そういう悪質なケースを排除していくという

ことが言われていました。しかし、今はですね、ある意味、そういったことじゃなく

ても滞納すれば発行するということになっております。

保険証というのは、医療を受ける上での最低限のパスポートというか、そういった

ものですし、医療を受ける権利を守る上での最低限のものなんですよね。それを不安

定な短期証明という形でやるというのは、大変、人権上の問題があるというふうに言
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わざるを得ないと思うんです。

それで、もう一つ言いたいのは、先日いただいた資料の中で、２７年度中に短期証

の今、言われた１３世帯、それから通常の正規の保険証の３世帯がまだ更新されてい

ない世帯として報告を受けました。１６世帯が保険証自身が届いていないということ

になっております。これはどのような事情でそうなっているのかは把握されています

でしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

恐らくなんですけれども、更新を忘れられている。取りに来てくださいというご案

内はさせてもらっていますが、それをついうっかりというか、病院へいく機会もない

のかとは思うんですけれども、忘れられているのかなというふうに思います。

和束町は顔の見える関係ということも一部あるかと思いますので、役場へ来られた

ときに、まだですよということは、気がつけばの範囲ですけれども、お伝えておりま

して、また来るわということで帰っていかれる方も中にはいらっしゃいます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それは全く根拠のないことですよね。恐らく忘れられているんじゃないかとか、そ

んなことは何の根拠もなくて、ただ、課長のいわゆる憶測でしかありませんよね。

だから、今、言いましたように、保険証というのは国民皆保険を支えている最低限

のところですよね。保険証がなければ、いわゆる医療の機関としては、当面、１０割

負担となりますし、大変、命にかかわることになるかもしれないということになって

おります。そういう点では最低限、保険証はちゃんと届けるというのが私は行政の責
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任だと思うんですよ。来るのを待っているというんでは、それは行政としてどうかと

思うんですね。

先ほどの徴収の話も同じことですけどね、要は、みずから訪問して事情をつかもう

とされてないわけですよ。それは忘れられているのかもしれないけれども、忘れられ

ているということそのものもつかんでおられるわけじゃないわけですよ。ただ、単に

忘れているだけだったらまだいいかもしれないけれども、いろんなのっぴきならない

事情があって取りに行けないとなれば本当に大変なことになることだってあるわけで

すよ。なぜ、ちゃんと１３軒てわかっているんだったら、訪問してでもちゃんとお渡

しするということをされないんでしょうか。実際に事情をちゃんと把握するというこ

とをなぜされないんでしょうか。その辺、いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

短期証につきましては、役場のほうに取りに来ていただくというのが原則とさせて

いただいております。といいますのは、発行しているということは滞納があるという

ことですので、面接の機会をふやすという趣旨で取りに来ていただいてお渡しすると

いうことにしております。

それぞれ事情があるかもしれませんけれども、取りに来ていただくということを

原則としておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それではだめだと思うんですね。やっぱりいろいろ事情があるかわかりませんけど

もと言うけれども、事情を把握して対応するのが行政でしょう。
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この保険証というのは、いわゆる国民健康保険の第１条は法の第１条にもあります

けども、社会保障制度なんですよ。わかります。いわゆるお金と引きかえに渡すもん

じゃないんですよ、これは。どういう事情があったとしても、医療を受けるそういう

権利を侵害してはならないわけですよ。そう考えたときに、こういった無保険と同じ

ですよこれは、こういう状態を要は先ほど言われたように、顔の見えるような自治体

で、誰がどこそこってわかっているのに、それをちゃんと働きかけようともしないと

いうのは、行政としては怠慢以外何でもないと思うんですね。そこはちゃんとすべき

じゃないんですか。こっちへ来なさいというね、役場に取りに来なさいということじ

ゃなくて、こういった状況があれば、ちゃんと足を運んで状況をつかむということは

一番大事じゃないですか。その辺、もう一度お願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

国民健康保険につきましては、被保険者の皆様の納税により成り立っております。

各納期ごとにきっちり納めていただいている方とバランスというものがありますので、

今までどおりの取り扱いとさせていただきたい。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

きょうは決算特別委員会ということでございます。きのうから細かいことについて

は各委員さんの方から皆さん聞かれましたので、私は、先ほど村山委員、岡本委員の

ほうからも若干質疑がありましたが、会計別未収額の比較と。この２３ページの表を

もとに一つお聞きしたいと、このように思います。
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２７年度町民税、それから国保、簡水、下水、介護、後期高齢者といろいろ６会計

あるんですが、これについて未収金が各会計ごとに多く発生しておるわけでございま

す。これについて今までどういう対策をとられてこられたのか、これについて各課長

の見解をお聞きしたいと、このように思います。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

私のほうからは、町税及び国民健康保険税ということになるかと思います。

収入未済額につきましては、いわば税機構への移管事案ということになりますので、

税機構と市町村の役割分担の中で、税機構のほうで徴収に当たっていただいていると

いうことになります。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

建設事業課のほうにおきましては、簡易水道使用料、下水道使用料及び住宅使用料

になると思います。うちのほうにつきましては、全て今のところ文書で通知、それか

ら職員が夕方、もしくは昼間に徴収に回るということをしております。

また、一例でいいますと、昨夜のように夜遅くなるけども、滞納分を持ってくると

いうことで昨夜持って来ていただいた方もおられますんで、いろいろな方法で徴収は

しております。

○委員長（竹内きみ代君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（岡田博之君）
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畑委員のご質問にお答えさせていただきます。

福祉課といたしましては、介護保険料の徴収がございます。介護保険料につきまし

ては、６５歳以上の方全てに納めていただくということになっております。

対策につきましては、建設事業課長と同様に文書での指導、また福祉課の職員２名

体制で各戸の訪問を定期的にさせていただいております。

しかしながら、介護保険料につきましては、やはり生活が大変だという世帯がござ

います。

一つ目でございますが、本来でありましたら、２０歳から６０歳まで年金を納めて

いただくというのが基本なんですが、何らかの事情で年金を納められておられないと

いう方がおられます。６５歳になられても年金を受給できない、いわゆる無年金の方、

また年金を担保に融資されている方がおられます。これにつきましては、平成２２年

１２月に、当時の制度でございますが、閣議決定されまして、この制度については廃

止しようという動きがありましたが、現在もこの制度は生きております。独立行政法

人福祉医療機構というところが窓口になりまして、金融機関が貸し出しをされており

ます。この貸し出しにつきましては、当然、生活資金に充当されているということで、

本来もらえる年金が一部しかいただけないということになっておりまして、なかなか

生活が大変な部分がございますが、定期的に訪問していと、分納等のご指導をさせて

いただいているところでございます。

なお、一定の収入がありまして、納付していただけるところにつきましては厳しく

指導をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

人権啓発課長。

○人権啓発課長（井上順三君）

はい、お答えいたします。

人権啓発課といたしましては、現在、生活更生資金ということで集金に当たってお
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ります。

この制度は、以前、昭和４７年７月にできた事業でございますが、地域改善対策地

域に居住する方の経済的支援をする制度として創設されたものでございます。平成１

３年末をもって事業を廃止しておりますが、現在、償還残額につきましては７１８万

１,８７９円となっておりまして、件数につきましても２２件となっております。

徴収の形につきましては、文書による徴収、催告並びに訪問徴収という形で進めさ

せていただいております。

また、一部住宅新築資金ということで、これは組合のほうに移管されている業務で

ございますが、その業務につきましても定期的に回収訪問させていただいて、徴収を

していただいているという状況でございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

大変失礼いたしました。後期高齢医療保険料について漏れておりましたので、改め

て答弁させていただきます。

後期高齢の保険料につきましては、これは税機構への移管事案ではございません。

未収金につきまして、いわゆる滞納につきましては督促はもちろん送るわけなんです

けども、機会あるごとに戸別にお願いをしていると。一部、定期的に取りに来てほし

いと、なかなか役場等への足がないということで取りに来てほしいというのもありま

すので、それについては対応させていただいております。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

税につきましては税機構へ移行されたということで先ほど答弁いただきましたから、
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私、これについては再度同じことですので聞きません。

ここで問題になるのは、建設事業課長、簡水、下水、住宅、ここなんです。

簡水の場合、１,２００万円、これは現年と過年合わせて１,４００万円あるんです。

徴収率が８４.７６％、昨年は８３.１０％。

下水道に至っては５２０万円、去年よりふえているんです。去年は４９０万円。

問題は住宅家賃なんです。住宅家賃は１,１９４万円、これを徴収率にしたら、現

年ですけど、８５.７４％、こういう数字なんです。２６年では９１.７５％、２５年

では９５.何ぼ。ことしに関しては非常に徴収率が悪い。当然、現課で先ほど答弁い

ただいたように、各課が分かれて徴収に当たっていると、このようにお聞きしました。

その辺の苦労は私も大体お聞きいたしております。

しかしながら、我々が言うのはこの数字だけなんです。数字だけしか見えてこない

んです。この辺のことを建設事業課長としてどのようにとらまえているんですか、お

聞きいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

今の畑委員の質問ですけども、頭の痛いところでございます。

といいますのは、住宅は低所得者住宅から一般住宅施策に変わっております。その

関係で、昨年の７月だったと思うんですけども、そのぐらいから全く入っていない１

軒、６万円相当の家賃の方がおられます。この関係でここの額が一気に１００万円近

くにふえるということで、その関係で９１.５％から８５％に落ちるというような減

少を起こしております。何回か指導はしておるんですけれども、なかなか入れてもら

えないという状況になります。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。
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○１０番（畑 武志君）

去年の課長も苦労されたと、このように思います。恐らく現課の課長は苦労されて

いると思うんです。その辺のことはさっき言いましたように、わかるんです。

ところが水道料なんです。この水道料、現年で１９０万円ですか。水は蛇口をひね

ったら出ると。だから、お金を払って買っているという意識がないんですよ。いつで

も蛇口をひねったら出るから、ああ、こんなもんというような感じで、私はこういう

感じで来ているかと思うんです。

もう一つ問題なのは、課長、簡水の特別会計の２６３ページの中の諸収入の中の延

滞金・加算金及び過料、この金額５７６万７,０００円、未収金があるんですよ。こ

れが恐らく簡水の２７年度のここに跳ね返っていると、このように私、解釈している

んです。いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、お答えさせていただきます。

あくまでも予算の範疇でいいますと、使用料と過料ですので、そこには跳ね返って

はおりませんけども、簡易水道特別会計の中ではかなり大きな額を占めているのは事

実でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

２６６ページの収入未収金が５７６万何がし。ところが、収入済額が１４万円しか

ないんですよ。ということは、５７０万円ぐらいの金が１４万円しか入ってないと、

このようにとったらいいんですか。

○委員長（竹内きみ代君）
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建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、お答えいたします。

確かにそのとおりでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

やっぱりそうですか。

ということは、率にしたらこれはどのぐらいの率なんですか。これはどういう経過

があったか私はまだ把握していませんから、数字を見ただけなんですよ。その辺は課

長、わかっているんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

はい、お答えさせていただきます。

まことに言いにくいことでございますが、一部の地域で盗水がありまして、その盗

水のときにかけました過料でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

これは２７年度に起こったんですか。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

事件が起こりましたのは２６年とお聞きしています。
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○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

ということは、東本君が課長のときですね。じゃないんですか。局長が課長。

いつ起こったかはもうよろしいです。ところが５００何万円で１４万円しか払って

ないと。これは非常にばかげた話ですよ。私、この数字を見た限りでびっくりしたん

ですよ、何、これと。

監査委員の方は笑っておられましたけどね、言えないから笑ってはったと思うんで

す。これをどのようにした形で法的な措置をとるんですか。

例えば、一昨年でしたか、現課の課長と副町長、私も徴収に参りますと、このよう

に答えられておられました、決算のときです。そういうことも議事録で私、確認いた

しました。それが起こったのは去年か一昨年か。去年ですか、去年のときにこういう

ことが既にわかっておったら何らかの動きはあったと思います。しかし、現在はこの

数字が残っているということは私は信じられません。

副町長、いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）

副町長、答弁。

○副町長（奥田 右君）

畑委員の質問にお答えしたいと思います。

まず、全体的な滞納につきましては、監査委員さんのご指摘にもありましたように、

２６年度に弁護士を入れまして、一定、きちっと整理をしていこうということで、弁

護士の指示を仰ぎまして整理をさせていただいております。それが不納欠損でちょっ

と出ているんですけれども、平成２６年度の２４ページですか、監査意見書のところ

で２４ページを見ていただいたらわかりますように、不納欠損で大きく上がっており

ます。これは一部自己破綻もありまして、その関係で９７２万９,０００円という数
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字が上がっております。

このときに各会計、特に使用料の関係、税は先ほど畑委員が言われましたように、

税機構に全て移管しておりますので、こちらのほうでできませんので、使用料、特に

今ご指摘あります、使ったものはきちっと払ってもらうということが基本ですので、

使用料について中心的に弁護士に相談させていただきました。

その中で、まず不納欠損させていただきましたのは、ご存じのように死亡された方、

また居所不明の方、これにつきましては民法上も不良債権という扱いになりますし、

また財産を相続されていたら別ですけれども、そういったこともないような方につき

ましては、弁護士も一定整理していかんと、帳面上、残っていくということで、２６

年度で整理をさせていただいた経過がございます。

そのほかの方なんですけれども、それにつきましても１１０件ぐらいございました。

その中で、一応、弁護士さんの名前で各滞納者に通知をさせていただきまして、弁護

士の相談の中で確認書みたいなのをとらさせていただいて、基本的に、生活の関係と

かいろいろございますので、こちらでいったら覚書みたいなもんなんですけれども、

弁護士と約束事で月何ぼか入れていきましょうということ一定整理させていただいて

おります。それが２０数件ほどございました。

その後、どうしても弁護士の名前を送っても反応も何もないという方についてはこ

れは悪質ということで、給水停止とかその他のいろいろな法的措置も含めて検討させ

ていただいております。

そういったことで、これは数字にあらわれてきますので、畑委員が言われたように、

なかなか徴収率の数字としては、やっぱり個人の生活もございますので、極端な話、

月１,０００円だったり２,０００円だったりという場合もございます。ただ、そうい

うように払っていただくというのは、時効を中断さすという目的が大きくございます。

これは税法上の問題も一緒なんですけれども、差し押さえいうのは時効を中断さすと

いう意味が大きくありますので、そういったことで、相手のお金を集めることだけが
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問題違って、そういう姿勢を示していただくというのを大事にしたいと思いますので、

金額は低いですけれども、極端な話、亡くなるまで払っていただかんなんならんとい

う状態も出てくると思いますけれども、やはり使ったものはきちっと払っていただく。

税金ですら納めていただくという姿勢を見せていただくということで、弁護士と相談

して、そういう整理をさせていただきました。

ただ、今、言われる介護につきましては、これも弁護士と相談しまして、やはり差

し押さえの関係が出てくるんですけれども、いろいろ調べていただいたら、差し押さ

えの関係とかなかなか厳しいと。相手の方も高齢だということで、月何ぼかで納めて

いただこうかなということで、低い金額なんですけれども、そういった形で整理させ

ていただいて今現在に至っているということです。生ぬるいと言われるかもわかりま

せんけれども、そういった経過ですので、ご理解のほうをよろしくお願いしたいと思

います。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

先ほど福祉課長からいろいろ答弁を聞かせていただいて、なるほどということも私、

わからないことはありません。確かに、介護保険料引かれたら厳しい生活。それはち

ょっとなと、こういう思いもします。しかしね、水道・下水道は、今まで監査委員さ

んが再三指摘している。２６年度の監査意見書もここに持っております。２７年も同

じことを書いているんですよ。監査委員さんがコピーしたんかというようなことです

わ。法的な手段をとり、同じことを書いている。給水停止やれと、同じことを書いて

いるんです。だけど、今まで給水停止やられたかやってないか私、わかりません。そ

こらは建設課長、どうですか。昨年やられたことはあるんですか。ことしでも構いま

せん、昨年でも。いかがですか。

○委員長（竹内きみ代君）
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建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

給水停止につきましては、数件実施しております。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

そうするとね、給水停止したら、これはいけないということで、やはり何とか、全

部が全部でないですけど、お金を持ってくるんでしょう、使用料は。

○委員長（竹内きみ代君）

建設事業課長、答弁。

○建設事業課長（馬場正実君）

今の件ですけども、本年も１軒ありまして、とめた段階ですぐ支払いはありました。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

だから、人間てね、これはいけないと思ったら何ぼか手を打つんですよ。あくまで

も、これはうたい文句じゃなしに、ひとつ町長、腹決めて、町長の命であったら職員

かてできるんですよ。後は町長の腹次第いうのか、それ一つなんですよ。いかがです

か。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

この給水停止のことに関して言うならば、給水停止の規定がうたわれておりますの

で、その主観的にどうやこうややなしに、その規定に基づいてどうするかの問題の判

断になってくると思います。今もそういう判断に基づいていろいろ数軒なりやってき
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ている。また、その数軒の対象になってない事情があると。こういうのをきちっと当

ててぱっぱっということにもなかなかいかない。いわゆるそういう窓口行政的な面も

あろうかと思います。

今、言われるように、非常にその辺を厳しくやっていこうという中でのご指摘だと

思いますので、この辺は大事なご意見として真摯に受けとめながら今後当たってまい

りたいと、このように思います。

○委員長（竹内きみ代君）

５番、井上委員。

○５番（井上武津男君）

恐らくね、町長、去年も同じことを言われたと思います。同じような答弁の繰り返

しです、これは。幾ら言っても、とどのつまりは給水停止やりなさい、これについて

はやりなさいというはんこを押さん限りできないでしょう。監査委員さんかて同じこ

とばっかりで気の毒ですよ。そこらも一つ言いたいんです。

来年度はこの１７ページから以降については、二度と同じことがないようにひとつ

お願いしたい。

この比較一覧表、１億１,４００万円、去年も１億１,４００万円、これは不納欠損

が若干減っておると、このように思います。

未収金が１億円切れた年なんてないんですよ、最近、２３年度から。いつまでたっ

ても１億１,０００万円と。

例えば、住民さんの方に、和束の未収金はどのぐらいあるか、ストレートにこれで

すよと言うたら、真面目に水道料金、公共料金を払っている方はどういうふうに思わ

れます。そこらのこともやっぱり配慮が必要ですよ。

町長、この答え、もう一回だけ、決意だけお聞かせいただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。
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○町長（堀 忠雄君）

未収金については、やっぱり未収金を解消にするということで、監査委員のご指摘

もいただいておるわけですから、これに対して努力していくというのは当然のことで

あります。これに向けてことしもこういったことについては組織を挙げて努力してま

いりたいと、このように思っています。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

そっちはそれで終わります。

次に、１５ページ、国民健康保険出産費貸付基金７２万円、これは平成１５年から

設置され、今はすぐ一時払いのやつが本人に入るということになったんですね、税住

民課長。

○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

出産費につきましては、保険者である和束町国民健康保険から出産される医療機関

に、限度は１件当たり４２万円でございますが、それを出産される方を介さずに直接

お支払いするという形になっております。

以上です。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

ということは、最近は本人に直接入るということでこの制度は使っておられないと、

このように開始解釈してよろしいんですか。
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○委員長（竹内きみ代君）

税住民課長、答弁。

○税住民課長（細井隆則君）

はい、お答えいたします。

本人に直接入るのではなくて、出産費用の一部を保険者である和束町国民健康保険

が負担すると。その負担する分を大体、産婦人科とか病院でありますが、その病院に

お支払いする形になりますので、本人については４２万円を控除した分を病院に対し

てお支払いいただくという形になります。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

これとね、もう一つ、監査委員さんが指摘されております基金管理等でアグリビジ

ネスの１８０万円、これなんて実態あらへん。全然ない会社ですわね。この１８０万

円はいつまでに残しておくの。一般会計に振り込むなり、どこへ持っていくのか、私、

定かでありませんけどね、ないようなものいつまでも置いておくんやなしに、整理し

たらいかがです。町長に聞きます。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

この件につきましては考え方を申し上げたときがあろうかと思いますが、顧問弁護

士と十分協議しながら対応していきたいと、このように思っております。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

はい、わかりました。これはひとつ検討していただきたいと、このように思います。
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１６６ページでプレミアム商品券ということで８２０万円弱の予算化されていまし

た。昨年も決裁されております。そこでね、この８２０万円、これは私、町内だけの

もんと思います。その中でね、この扱っている税収がどのぐらい経済対策に役立って

いるのか、これは農村振興課長ですか、お聞きいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

お答えいたします。

１６６ページのプレミアム商品券なんですけども、その分といたしまして、販売額

が進みますと、１期、２期という形でやらせていただいている分で、１期目が２,１

６０万円の発行金額です。それから、２期目が２９０万４,０００円ということで、

これは町内の商店のほうにも落ちたということでございますので、よろしくお願いし

ます。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

経済的にどのように潤っているか、その辺は把握されていませんわね。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

今、言いましたように、売上高といたしましては２,１６０万円と２９０万４,００

０円ということで、これは町内で販売されておりますので、それが利活用されました

ら、その商店に売り上げとして入っていると。

また、これにつきましては、２０％の還元率で手当しておりますので、買われた方

につきましては２０％安く物を買っておられるということでございますので、それな
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りの経済効果はあったかというふうに思いますので、よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

昨日９月１４日、プレミアム商品券の発売がありました。１時間で完売したそうで

す。ところがね、その後、また買いに来られたら売り切れということで、それは仕方

ありません。

ところが、いろいろ噂を聞きますと、一番最初のときには大口でどかっと買われた

と。今回もうわさは私は確認してませんから金額はわかりません。しかし、そこそこ

の金額、何名かの方が大口で買われたと。買い占めたんですね。こういう現象が起こ

っているんですよ。こんだけですよと言うたら、こっちは人数分出しますから、確た

る証拠はありませんから、そのままストレートに渡します。これは買われた人の心で

しょう。

それとも、私は高齢者だから行けないから、あんた買うてきてください、こういう

ことかもしれません。これは定かでありません。しかしね、そういうことがあってね、

私、買えなかったという人がたくさんおられたと。これは何らかの形をとった中でや

っていかないとあかんなと、このように思います。これは答弁は結構です。今後の一

つの課題にしておいてください。

○委員長（竹内きみ代君）

農村振興課長、答弁。

○農村振興課長（東本繁和君）

はい、申しわけございません。

商工会のほうに委託しておりますので、商工会のほうに確認させていただきまして、

確かに１時間半ぐらいで今回も売り切れたそうでございます。販売方法につきまして

は、お一人何万円分ということですが、ただ、ご近所からお願いされて、頼まれて買
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いに来ましたということで名簿を書かれると、本当か嘘かまでは確認できないという

ことで、今の段階ではしんどいですねという話なんですが、今後何らの形で、今おっ

しゃいました皆様方に、一方じゃなくて、皆さんに行き渡るように販売の仕方を考え

たいということでございますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

１０番、畑委員。

○１０番（畑 武志君）

どこそこの滋賀県の町長が何百万円と買い占めたと新聞にも載っていましたわね。

こうしたことがないように。

それから、これで最後です。最後に一つだけ町長にお聞きしたい。

町長は、茶源郷と観光ということで今年度やってこられました。そうした中で、交

流人口２５万人を目指して、そういういろんな施策を打ってこられました。そのおか

げいうのか、交流人口はかなりふえてまいりました。

しかしながら、反面、有害鳥獣、サル、シカ、イノシシ、これも相当な数が出てお

ります。いろんな有害鳥獣の問題、和束町の何が安心安全やとよく聞かれるので、一

番困っているのは何やと。有害鳥獣ですと。観光のことも結構です。これもありがた

いことです。しかし、並行した中で進めていなくてはならないと思うんです。

というのは、交流観光人口がどんどんどんどん入ってきた場合に、ことしも１,０

００万円近くの補助金というのか単費でサルのおりをかけたと。しかし、これは人目

の目立つところやったらこれは大きな声で言えませんけど、ぐあい悪いやろというこ

とで、ちょっとわからんようなところにかけてます。

ところが、観光客いうのは、サルかわいいわ。小さいこんなサルやったらかわいい

わというような意識しかないと思うんですよ。そこにサルが入っておったら、これを

ＬＩＮＥに流したら、世界各地に流れる。そうすると、愛護協会が動く。その辺の反

比例が出てくると思うんです。これも一つ考えもんなんですよ。そこらのことも一つ
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踏まえた中でまちづくりをやっていただきたい。

和束町と友好都市である伊根町、町単費で６,０００万円かけたというお話も聞い

ております。うちは次の補正で幾らかの補正をかけてきますけども、これだけでは追

いつかん。町長、この辺のことを踏まえた中でまちづくりをやっていただきたいと、

このように思います。いかがです。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

いわゆる今の畑委員のご質問の中で、観光客と有害鳥獣と絡めての話なんですが、

これはやっぱり対策も大事であり、どちらもやっていかなきゃならない。

観光行政というのは皆さん、これはある意味で大きなまちづくりの大事なポイント

でありますから、これはこれで頑張らなきゃならない。

有害鳥獣については他町村は別として、和束町の大きな課題であるから、行政だけ

にこうやなしに、妙案というのは住民も一緒に入って、そして住民と共同してこの問

題を取り上げていくと。その中にいい妙案があれば具体化し、予算化していく。

そして、なかなかそういうものがなく、ご存じのように、役場へ来てくれよと言わ

れたら、今までから何遍も担当課長が答えていますように、花火を持ってぽんぽんと。

それだったら、行ったら私だってできるわと、こういうことの中で、何ら問題ない。

お互いに不信を招くんだと。ここは地域地域それぞれの事情に合った中での対策のあ

り方を住民の協力もいただきながら、そしてそれに根づいた対策を立てていくことが

大事だと思っておりますし、また今回の補正でもお願いしましたように、今まで住民

の方がこういうことがやりたいと、こういうお話が出てくれば、これは国の予算を要

求したわけなんですが、府等に、こういった枠はなかったわけで、単費でお願いいた

しました。

それと、今まではよく議員とお話し合いをさせていただくときに３人なければなら



― 119 ―

ない。個人的な補助というのはないもんですから、大体そういう公共的な補助を３人

がとか、３世帯とかいろいろつくわけなんです。その辺のところも余り今まで細かく

言い過ぎやないかと議員の話もありました。その辺のところについては営農組合にお

任せするとか、いろんな弾力的なことをとってやってまいりました。

そして、和束町としても、他町村がどうやなしに、他町村でいいことであれば、こ

れはまねたらいいことでありますので、もし予算だけやなしに、どういったことをや

っておられるのかという具体的な話、その予算が具体的な他町村でやられた。それが

和束町にとって有効であれば、それはやろうやないかという協議をしながら進めてい

くべきだろうというように思っております。

私どもは前から妙案がなかなかないということで、立場としては非常に苦しんでお

りますので、そういった妙案とともに住民の皆さん、そして議員の皆さんからもご意

見をいただいて、そしてこの辺は解消していく努力をともにやっていかなきゃならん。

そういう意味で、これはこれとして重要な課題であろうと。

今後ともひとつこれについてのさらにご意見をいただいて、積極的に取り組めるも

んは取り組んでまいりたいと、このように答弁させていただきますので、よろしくお

願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

質疑の途中ですが、ただいまから午後４時２０分まで休憩します。

休憩（午後４時１０分～午後４時２０分）

○委員長（竹内きみ代君）

休憩前に引き続き、質疑を続けます。

先ほどの村山委員の質問に対しまして、税住民課長より答弁をいたします。

○税住民課長（細井隆則君）

先ほど村山委員からいただきました各税の収入未済額の件数でございます。

件数ということで、人数ではなく期別の数でお答えさせていただきたいと思います。
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まず、住民税、特別徴収・普通徴収を合わせまして１２５件、法人住民税２件、固

定資産税３７７件、軽自動車税８６件、国保税につきましては普通徴収のみでござい

ますが、５２８件。

以上でございます。よろしくお願いします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

それでは、あと幾つか伺いたいと思います。

先ほど少し出ておりましたけども、６４ページになりますが、いわゆる生活更生資

金の関係ですけども、この２７年度における収入済額が１２万１,０００円というこ

とで、調定額に対します割合というのが１.６６％ということになっております。こ

の調子でというと変ですけど、こういった単位でもし返済をされるということになり

ますと、完済まであと６０年かかるという計算に単純ではなります。

これはもちろん税金であるとか、また保険料であるとか、公共料金というものとは

また違った性格の貸付金ですからね。しかも特別対策として行われてきた中で貸し付

けられたという点でいえば、そのときの運用がどうであったかということも振り返れ

ばあるんかもしれませんけれども、ただ、こういった状況というのは、ほかの税との

関係でいっても異常に遅々とした状況があるというふうにはお考えとは思うんですけ

ども、その辺、実際に返済をしていくという点での計画というかね、このままいけば

６０年かかるというような状況では考えておられないと思いますけども、そのあたり

は具体的にどのような計画をお持ちでしょうか。

○委員長（竹内きみ代君）

人権啓発課長、答弁。

○人権啓発課長（井上順三君）

岡本委員のご質問にお答えいたします。
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先ほども答弁させていただきましたが、生活更生資金の貸付事業につきましては昭

和４７年７月に事業が開始いたしました。地域改善対象地域の居住する方の経済的自

立を支援という制度で創設されたものでございます。

岡本委員のご質問の中で、償還残額が大変多いということでございますが、借受人

の方の状況ということで、現在２２件、借受人の方の件数が残っております。そのう

ち既に死亡されておる方が９件、生活保護を受給されている方並びに所在不明の方が

７件ということで、現在、徴収については大変厳しい状況になっております。

ただし、毎月償還額を定期的に償還されておられる方もございます。

今後はこうした借受人の方の状況を精査いたしまして、そのほか訪問徴収におきま

しても償還額の分割等の相談にも応じるなどして、今後は本町の顧問弁護士の先生に

も会計的処理の方法並びに指導を仰ぎながら徴収に努めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）

いわゆる支払いという点では税であるとか、またほかの公共料金等も含めて負担さ

れていると思いますから、そういう点では、これを返すにしてもいろんな困難がおあ

りだというような事情はわかりますけども、ただ、これ自身は特別対策という中で行

われてきた。しかも、それ自身はもう既に終わっているという事情があります。そう

いう意味ではこれをいつまでもですね、半永久的に扱っていくということは、いろん

な意味で適切ではないというふうに思いますので、そこは一定の方向性を持ってやっ

ていただきたいというふうに思います。

それと次にですね、１２６ページですけども、いわゆるいつも指摘する点ではあり

ますが、１点、この中で人権啓発の関係費の中で、各種団体補助とかのっております

けども、その一番下に各種研究集会負担金というのが１９万２,１１０円、２７年度
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は負担されました。これは職員の方などを研修ということで派遣されていることだと

は思いますけども、２７年度は何人これで行かれたのか、また、どういうところに研

修ということで行かれたか報告いただきたいと思います。

○委員長（竹内きみ代君）

人権啓発課長、答弁。

○人権啓発課長（井上順三君）

岡本委員のご質問にお答えします。

平成２７年度の各種集会の実績でございますが、平成２７年５月１６日から１７日、

広島県福山市のほうへ第６０回全国女性集会ということで２名参加させていただいて

おります。負担金については５万４,０００円ということになっております。

同じく、２７年１１月７日、京都府福知山市のほうへ第１９回京都府人権同和保育

研究会ということで３名出席しております。負担金は１万９,９００円ということに

なっております。

同じく、平成２７年１１月１０日から１２日まで、これは第４９回全国集会という

ことで、大分県別府市のほうへ参加しております。これは１名で７万１,０００円。

年が変わりまして、平成２８年１月３０日から３１日まで、高知県高知市で第３８

回全国人権保育研究集会、これは１名参加しております。２万７,０００円でござい

ます。

最後でございますが、２月２７日、京都府木津川市の加茂文化センターのほうで第

３６回山城地区同和保育研究集会ということで８名ということで、負担金は２万円で

ございます。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）
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今、報告がありましたけどもね、これはある意味、人権啓発費の中で賄われている

というのがですね、いつもなぜなんだろうかと思うんですね。いわゆる各担当課のほ

うでそれぞれ職員研修というのはあるわけで、それとはまた別にこういった形で組ま

れて行かれるということは、一体どういう意味があるのかというようにいつも思うん

ですけども、私が一番問題なのは、こういったところでこのお金を使って派遣される

集会等というのは、いわゆる運動団体の主催であったり、また運動団体がかかわる、

そういった部分の集会が、この負担金を使って行かれる集会というのはそういうもの

が多いです。

これは別にその方が自分のお金で行かれるのは自由だと思います。職員の方が自分

の向学にために、また、さまざまなことで行かれることは別に否定はしません。しか

し、公費でもって行くようなところでは私はないと思っております。いわゆる運動団

体自身の内部集会、そういったものに行かれることは大変この負担金で使われている

部分があります。そういったことは適切ではないというように思うんですね。これは

別にこういった予算を組む必要はないんじゃないかと思うんですけども、その辺、今

後この負担金の扱いをどのようにお考えですか。

○委員長（竹内きみ代君）

人権啓発課長、答弁。

○人権啓発課長（井上順三君）

はい、お答えいたします。

やはり和束町が目指す人権尊重社会の構築のためには有意義な支出であると考えて

おりますので、今後も引き続き続けていきたいと思います。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

７番、岡本委員。

○７番（岡本正意君）
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例えば、同和保育ということが先ほど言われてましたけどもね、いわゆるそういっ

たものが、今、法も終結し、そういった保育というものが何か一般の保育とそういっ

た特別な保育があるかのようなことを連想するという。以前、中身を見ておりますと、

明らかにいわゆる同和地域というものを特定したようなところでの保育園であるとか、

そういった子供たちを差別に負けないであるとか、人権にどうのこのとかいう形で、

特別な中でそういった保育を行うことが必要なんだという考えのもとで研修が行われ

ているというところに研修に行かれているというふうに思うんですね。これは今の人

権問題の流れからしても大変反することだと思いますし、公費でもってこういったも

のに職員を派遣するのは、私は不適切だというふうに思いますので、今後、こういっ

たものはなくしていただきたいというふうに思います。

答弁は結構です。

これで最後にしますけども、町長にこの間、話しておりますけども、確認ですけど

も、先ほど防犯灯の話も出ておりましたけども、いわゆる東区の防犯灯の電球が切れ

たときの経費ですね、そういったものについて町が負担されていると。これはそうい

う事業として行われているということをもう一度、平成２７年度においてもそういう

予算が組まれてますし、そうしていますということを確認しておきたいんですけども、

それでよろしいですか。

○委員長（竹内きみ代君）

町長、答弁。

○町長（堀 忠雄君）

防犯灯等についての経費そのものについては、それぞれの区でされていると私は理

解いたしております。

それと、先ほどのは大事なことですので、私のほうから答弁をさせていただきたい

と思います。

和束町行政を今、保育所という例を挙げてされました。保育所にとっては、それぞ
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れの子供たちに寄り添った、そして人をお互いに小さいときから大事にする保育のあ

り方を先生が研修されるのは大事なことだということで、市町村が実行委員会とか、

そういう準備会を組んでやっているわけであります。

今、同和地域があるとかないとかいう話なんですけども、そうやなしに、全市町村

が参加して、そして組織をつくって、そしてその中の事業計画を持たれたときに和束

町もそこに参画いたしておりますので、そしてその目的のために参加していると、こ

のようにご理解をいただきたいというように思っております。

これはやっぱり主体的に考えて、必要なものは必要であり、そして、それぞれの団

体等がされるという問題については、今、岡本委員が言われる話かもわかりませんが、

市町村が参画しているものについては、やはりできる限り参加していくというのが大

事であろうと思っております。それなりの目的を持ってそういう組織をしているわけ

ですから、そういう中には研修の機会を私は設けていくべきだと、このように思って

おります。

以上でございます。

○委員長（竹内きみ代君）

質疑を終結します。

これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

岡本委員、賛成ですか、反対ですか。

○７番（岡本正意君）

反対です。

○委員長（竹内きみ代君）

はい、どうぞ。

○７番（岡本正意君）

日本共産党の岡本でございます。
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私は、提案されました決算のうち、認定第１号、第３号、第５号、第６号、第７号

について反対の立場から討論いたします。

まず、認定第１号 一般会計についてであります。

第１に、住民生活を守る取り組みについてでありますが、平成２７年度は前年度の

消費税増税や年金カットなど社会保障改悪の影響が広がるとともに、介護保険料値上

げや京都府のマル老の縮小、さらには、し尿汲み取り手数料の大幅値上げなど負担増

が相次ぎ、住民生活を守る町の姿勢が問われました。国の施策は別といたしても、介

護保険料やくみ取り手数料値上げは町の努力で避けられたものであり、マル老縮小へ

の手当についても財源的にも十分可能だったにもかかわらず何もされなかったのは、

暮らしを守る姿勢が極めて弱いと言わざるを得ません。

第２は、若い世代の定住、子育て支援についてでありますが、若い世代の定住推進、

出生数の増加は町にとって重要な問題ですが、平成２７年度の出生数は１３人と過去

最低となり、２０代から３０代の流出・減少が引き続き顕著など、厳しい結果であり

ました。その背景や要因はさまざまであり、町の問題だけが全てではありませんが、

一方、決して小さい問題でもありません。

定住問題では住宅の整備・確保のおくれが決定的でありまして、対策が急がれます。

その際、やはり一定数の若者向け町営住宅の整備を位置づけることが大事と考えます

が、その点では町が総合計画の見直しの中で空き家活用に偏重した方針をとられたこ

とは適切ではないと考えます。

子育て支援では、２７年度に保育園での完全給食や保育時間の延長、第３子以降の

保育料無償化が実施されたことは評価できますが、とりわけ、完全給食や保育時間の

延長はようやくの感があり、遅きに資した面も否めません。保育時間の延長について

は今後も午後７時までの延長を予定されているというふうに伺いますが、一刻も早い

改善を求めたいと思います。

また、学童保育料の引き下げを初め、特に経済的負担の軽減に消極的な姿勢が強ま
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っていることは大変遺憾です。交流のある伊根町が同じ２７年度から学校給食費、修

学旅行費、教材費など教育費の無償化に踏み出したことなどにも学び、さらなる充実

の検討実施に取り組むべきだと思います。

第３に、高齢者の福祉や医療などについてであります。

消費税増税や年金カット、介護保険料や利用料値上げ、マル老の縮小など高齢者の

暮らしはこれまでになく厳しさを増しております。しかし、そこへの町独自の支援が

ほとんど見られませんでした。紙オムツ代補助対象の拡充や配食サービスの充実など

も２７年度では行われず、また、シルバー人材センターの設立なども、地方創生の事

業の中で位置づけられたことは評価できますが、残念ながら実施には至らず、早急な

具体化を求めるものです。

第４に、防災対策についてでありますが、年度当初に地域防災計画が策定されまし

たが、住民への周知がおくれた点、現場との協議や確認もなく、中学校を避難所指定

していた点、原発災害への対応を反映しなかった点など看過できない問題がありまし

た。特に現場を無視した避難所指定などは本来あり得ないことで、重大な過失と考え

ます。

原発事故災害への対応も、指針の改定に間に合わなかったからと先送りするのでな

く、直ちに追加するなど迅速な対応が必要であり、危機意識のなさを露呈しておりま

す。「不安をあおる」等と住民に必要な情報提供を怠る姿勢も住民の命を守ることと

は矛盾するものであり、極めて不適切であり、改善を求めたいと思います。

第５に、相楽東部広域連合についてでありますが、教育委員会の事務を広域連合で

行うことは、繰り返し述べておりますように適切でなく、誤りであることを率直に認

められて、直ちに連合の事務から外すべきではないかと思います。

教育委員会の統合は当時の財政事情を理由にしたものあって、もともと教育的な観

点等は全くない中で進められたものであり、そのような歪んだ事情を教育や子供たち

に押しつけ続けるのはやめるべきです。
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また、広報についても連合で扱う意味は余りなく、連合の事務から外すことを検討

されることを要望しておきたいと思います。

第６に、同和行政についてであります。

従来からの運動団体への事実上の補助金となっている各種団体補助金は、公費の無

我遣い何物でもなく、同和問題の解決にも役に立たないものであって、直ちに廃止す

べきであり、公費で運動団体の内部集会等に職員を派遣する、そういった事業もやめ

るべきです。

また、この間、明らかになった東区のみに行っている防犯灯の経費負担は特別対策

そのものであり、特別な対応はやめいただき、実施するならば、どの区においても実

施すべきではないでしょうか。

先ほど町長は、防犯灯の管理については各区で行っているという答弁だけされて、

直接的な答弁は行っておられませんけども、私が担当課に確認をしたところ、東区以

外に電球等の経費を補助しているところはないとはっきりと言われております。もし、

それが違うというんであれば、担当課が虚偽の説明をされたことになりますけども、

これは明らかに担当課が言われているとおりだと思うんですね。ですから、東区のみ

にそういった対応をされることは何の根拠もありませんし、直ちに適切な対応をして

いただきたいと思います。

七つ目に、地方創生事業についてでありますが、何よりの問題は、まちの将来にと

って重要な内容を持つにもかかわらず、人口ビジョンや総合戦略の策定に住民の声を

しっかり反映させることを怠ったことです。

住民との時間をかけた共同作業よりも交付金の上乗せという国の誘導策を優先した

姿勢は地方創生の本来の趣旨にも反すると考えます。また、そのビジョンや戦略も、

科学的、合理的な根拠に立ったものとは考えられず、とりわけ人口増、定住促進、若

者支援という点では、事実上、絵に描いたもちと言わざるを得ません。

さらに問題なのは、そういった大きな願望や目標を本当にやり切るだけの姿勢や、
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また具体策も乏しい点であります。もう少し地に足をつけた生活重視の方向への見直

しが必要と考えます。

事業の中には一定評価できる内容ももちろんありますけども、地方創生と言いなが

ら、事業の採択権は国にあることから、国の意図した、国が気に入るような内容が基

準になる傾向が強く、本当の意味で地域の活性化に生かす事業をする上でも、住民参

加や意思の反映をより重視した取り組みに改善すべきことを要望いたします。

平成２７年度は、総合計画の見直しや地方創生関係のビジョン等の策定など、今後

のまちづくりにとって重要な節目となる年度であり、予算審議の際にも住民懇談会の

開催を要望いたしましたが、残念ながら実施されませんでした。殊さらにスピード感

を求める国のやり方もあり、行政としてもご苦労が多いのも事実とは思いますが、主

権者である住民を置き去りにしたやり方は必ずほころびが出ることをお互い教訓にし

ておきたいというふうに思います。

ほかにも指摘したい点はありますが、主な点について指摘させていただき、反対討

論といたします。

次に、認定第３号、国民健康保険特別会計についてでありますが、第１に、高過ぎ

る国保税が住民生活を大きく圧迫しており、少しでも引き下げが必要だった点であり

ます。

２７年度は、８３２世帯のうち有資格世帯として８７世帯が滞納世帯となっており、

１割を超える世帯が滞納を抱えていることになります。２７年度の税機構への移管は

１,２２５件にのぼり、差し押さえ処分を受けた件数も８８１件にのぼりました。こ

の状況は、被保険者の税負担が限界に達していることをあらわしています。機械的な

徴収の強化だけでは何も解決せず、限界を超える負担の是正こそ必要です。２７年度

は繰上充用を含めても４,０００万円を超える黒字を計上しており、引き下げは十分

可能だったと考えます。

第２に、条例で認められている税の減免や一部負担金の減免が十分に機能していな
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い点であります。

２７年度は税の減免が１件あったとお聞きしておりますが、制度自身が十分に周知

されておらず、制度が適切に利用されるよう十分に周知し、積極的に適用すべきです。

第３に、人間ドックの受診負担が２７年度は５割負担で実施されましたが、決算の

結果としても３割負担で実施することは十分可能でした。そもそも財政状況がどうで

あれ５割負担で実施することは不適切であり、すべきことではありませんでした。

第４に、短期保険証の発行が以前に比べると大幅に減少しているとは言え、いまだ

に発行されており、１８歳以下の児童がいる世帯も含まれております。正規の保険証

を渡さないのは被保険者の命と健康を脅かす人権侵害であり、発行はやめるべきです。

第５に、全ての被保険者に保険証が行き渡っていない現状がある点です。

２７年度で１６世帯が更新できておらず、保険証がとめ置かれておりますが、被保

険者への働きかけは、文書だけでなく訪問も含め事情を把握し、確実に行き渡るよう

にすべきです。

第６に、診療所の体制についてでありますが、この間、正職の退職者を正規で補充

せず臨時職員で対応する傾向がありますが、非正規への置きかえは現場の体制を弱め、

事業の引き継ぎも困難にする危険性があり、今後の保健センターの整備も視野に入れ

る中で、安易な非正規での対応は行わない要望しておきたいと思います。

以上のことを指摘し、国保会計決算に対する反対討論といたします。

次に、認定第５号、下水道事業特別会計についてでありますが、下水道事業の抱え

る最大の問題としては、肝心の接続がなかなか進んでいない点があります。その背景

には、接続の際の多額の経費負担にあることは明らかでありますが、町は一般的な啓

発に終始するだけでありまして、経済的負担の軽減に踏み込もうとされません。

高齢化や若い世代の流出が進む中で年々接続環境は厳しくなることが想定され、接

続が進まなければ下水道運営の基盤を弱めることにもなります。抜本的な対応を求め

て反対討論といたします。
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次に、認定第６号、介護保険事業特別会計についてでありますが、第１に、２７年

度は保険料の値上げが行われ、負担増となった点であります。

決算結果では１,４００万円以上の黒字を計上しており、値上げの必要性はなかっ

たと言えますし、十分対応できたと思われます。２７年度の普通徴収対象者の徴収率

は８１％にとどまっており、保険料負担が大変重いことを示しております。そのこと

は大変明らかであり、保険料の減免制度の創設やさらなる引き下げについて検討をい

ただきたいと思います。

第２に、国の制度改悪により一部利用者の負担が２割負担になった点であります。

第３に、２７年度においても地域密着型サービスが整備されず、保健サービスとし

て利用できない状況が続いている点であります。根本的な制度上の矛盾もありますが、

保険制度としては明らかな欠陥であり、整備に向けた検討を急いでいただきたいと思

います。

介護保険においては、国の制度改悪の中で要支援者の保険給付外しが決められ、２

７年度において、その受け皿についてどのように対応するか行政において検討を進め

られました。その中で明らかになったのは、国が言うようなボランティアや現行の福

祉サービスでは到底受け皿になり得ないことであり、総合事業への移行がいかに非現

実的なものかということであります。

町としては、国に対し、総合事業への移行の撤回を求めるべきであるとともに、仮

に移行をするにしても、現行サービスの水準の維持、現行負担の維持は最低の責任と

して死守されることを肝に銘じて対応いただきたい事を要望し、反対討論といたしま

す。

最後に、認定第７号、後期高齢者医療特別会計についてであります。

後期高齢者医療制度は７５歳という年齢で医療に差をつけ、命の格差を持ち込む最

悪の制度であり、廃止されるべき制度です。今後、政府は、これまで実施してきた９

割を最高とする保険料の軽減を段階的ではありますが、一切廃止する方針であり、保
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険料負担の大幅な増加を狙っております。ますます厳しい制度となることは必至です。

このような政府の方針に対し断固反対し、制度廃止を求めていただくこと改めて要求

したいと思います。

また、人間ドックの受診負担が平成２７年度においては国保と同様に５割負担とな

っておりました。２８年度において３割負担に改善されましたが、本来は２７年度に

おいても３割負担で行うべきでしたし、十分行えたと思います。

そもそも５割負担でスタートしたこと自身が誤りであるとともに、後期高齢の窓口

負担が原則１割であることを考えれば、１割負担が妥当であることを指摘し、さらな

る改善を求めつつ、反対討論といたします。

○委員長（竹内きみ代君）

本日の会議は、議事進行上、会議時間を延長します。

次に、原案に賛成者の発言を許します。

５番、井上委員、賛成ですか。

○５番（井上武津男君）

賛成です。

私は、平成２７年度和束町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討

論いたします。

平成２７年度は、和束の茶畑景観が「日本遺産」の一つとして文化庁から認定を受

け、大きな期待が膨らんだ年度としてスタートしました。

一方、全国的に人口減少が続く中、地域経済の縮小の克服に向けて地方の創生が最

重要課題として、人口の現状と将来の展望を踏まえて、平成３１年度までの５力年計

画の策定が義務づけられたことから、本町においても、新しい人の流れや安定した雇

用を創出するために四つの基本目標を設定し、国の交付金などを活用しながら、まち

づくりを進められました。

特に、交流人口の拡大に向けて、観光客へのおもてなし対策として休憩場所やトイ
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レの提供を行う縁側カフエ事業や地域住民による地域観光資源充実事業を実施される

など、住民の観光に対する関心の高まりと、住民との協働によるまちづくりが可視化

されてきたと感じられるところであります。

そして、観光人口も前年度と比較すると８.２％増加し、約８万２,０００人の方が

来町されたことや、こども農山村交流事業による都市部との交流、また海外からの交

流、さらには民泊や民宿の動きなど、活力に満ちた年度でありました。

交流人口の拡大による将来への移住・定住施策とともに、住民の暮らしの安心安全

を目指して、門前橋整備事業、橋梁長寿命化修繕事業、町道山口線拡幅改良事業、町

営住宅建替事業、また防災拠点である庁舎の耐震事業に着手されました。

少子化対策としては、和束保育園において英会話講師を雇用され特色ある保育を進

められるとともに、第３子以降の保育料の減免事業、そして町内における消費喚起と

生活支援のためのプレミアム商品券発行事業を実施されました。

茶業振興については、強い農業づくり交付金事業や高齢化に伴う援農支援を推進さ

れるなど、平成２７年度和束町一般会計の決算額が対前年度２億８,９００万円の増

加と、自主財源が乏しい状況に変わりはありませんが、創意工夫され、各種補助金等

を駆使した決算内容となっており、和束町第４次総合計画前期基本計画の最終年度に

ふさわしい積極的なまちづくりを進められました。

今後も、地域資源を活用したまちづくりを住民とともに進められますとともに、観

光産業による新たな雇用の創出や交流人口の拡大による地域経済の好循環を生み出す

戦略策定に期待し、「ずっと暮らしたい活力と交流の茶源郷和束」を目指したまちづ

くりを推進されるようお願い申し上げまして、平成２７年度和束町一般会計歳入歳出

決算について賛成するものであります。

委員各位の賛同を期待し、私の賛成討論といたします。

○委員長（竹内きみ代君）

２番、藤井委員、賛成ですか。
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○２番（藤井淸隆君）

賛成です。

私は、認定第３号 平成２７年度和束町国民健康保険特別会計決算について、賛成

の立場から討論いたします。

平成２７年度の国民健康保険特別会計は、２６年度における２,４００万円余りの

赤字決算から転じて４,２００万円余りの黒字決算となっています。その要因として、

歳入では、前期高齢者交付金、共同事業交付金の増額が大きく影響しているものと思

われます。

また、歳入の主財源である国民健康保険税の収納率につきましては、現年度分・滞

納繰越分を合わせて前年度を約１.１ポイント上回っており、地方税機構との連携の

中で収納率の向上に努力していることは評価できるものであります。

また、歳出では、医療給付費が対前年度比マイナス７,０００万円となっているこ

とが大きいと思われます。しかしながら、前年度を下回っているとはいえ、依然とし

て高水準を保っており、国民健康保険の事業運営には大変苦慮しているものと認識を

しております。

国民健康保険は医療需要の高い高齢者を多く抱えているため、医療費高水準で推移

しており、町民の健康を支えることはもちろん、医療費の抑制のためにも今年度実施

された人間ドックや特定健診の負担軽減などにより受診率の向上が期待されますので、

今後も保健事業の充実を望むものであります。

そして、平成３０年度からの国保広域化を見据え、国民健康保険事業運営の健全化

に重点を置き、医療費の動向を慎重に把握するとともに、健全な財政運営に一層の努

力をされることを要望いたしまして、賛成の討論といたします。

○委員長（竹内きみ代君）

４番、吉田委員。

○４番（吉田哲也君）
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賛成です。

私は、平成２７年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の

立場から討論を行います。

下水道は国民共通の社会インフラで、河川などの公共用水域の水質汚濁防止や良好

な水環境を創設するためには欠かせないものであり、循環型社会を形成するためにも

最も重要な事業の一つです。

本町においても、下水道の基本的な役割である良好な水環境を創出し、住民の快適

な生活環境の確保に取り組むため、限られた予算の中でコスト縮減と事業の効率化を

図り、効率的で費用対効果の高い事業を行い、平成２４年度においては、計画区域に

おける整備率約１００％を達成し、平成２７年度末の接続戸数は７１２戸で、人口比

率での接続率では７１％に到達しました。

今後もほかの公共事業との関連性を十分に図りながら、コスト縮減と事業の効率化

を目指し、工夫を凝らした事業執行により、水環境の改善と生活衛生の向上を図って

いただきたいと思います。

したがいまして、私は、平成２７年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算につ

いては賛成するものであります。

以上、委員各位の賛同を期待し、私の賛成討論といたします。

○委員長（竹内きみ代君）

６番、岡田委員、賛成ですか。

○６番（岡田泰正君）

はい、賛成です。

私は、認定第６号「平成２７年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、賛成の立場から討論をいたします。

介護保険制度が施行されて１５年が経過し、平成２７年度末現在では３１４人の方

が要介護認定を受けておられます。サービス面で見ますと、平成２８年３月末におい
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ては、特別養護老人ホームや老人保健施設などに８３人、また、デイサービスやホー

ムヘルプサービスなどの居宅介護を１７３人の方が受けておられます。

決算書では、平成２７年度における保険給付費は総額約５億２,２００万円余りで、

この額は、昨年度に比べ、率に換算してマイナス１.９％、約１,０００万円の減額と

なっております。平成１２年度の介護保険制度創設以来、初めて減額となりました。

また、予算執行についても、平成２７年度から平成２９年度までの第６期介護保険

事業計画内での執行がなされており、さらに平成２７年度においては、平成３０年度

から平成３２年度までの第７期介護保険料軽減のために７００万円を介護保険準備基

金に積み立てもしており、円滑な制度運営となっていると判断をいたします。

なお、保険給付費の支出の内訳を見ると、これまでと同様に、住民ニーズが特別養

護老人ホームや老人保健施設などの施設介護サービスを希望されていることから、府

内他市町村に比べると負担が多額となっていますが、平成２７年度においても法令外

の繰入金等に頼ることなく、健全な介護保険特別会計であったことは一定評価できる

ものであります。

今後も一層の保険給付費の適正化を図るとともに、介護が必要な方に必要とされる

サービスが十分に提供されることを要望いたしまして、私の賛成の討論といたします。

議員諸氏の賛同を期待いたすものでございます。

○委員長（竹内きみ代君）

３番、村山委員。

○３番（村山一彦君）

はい、賛成です。

私は、認定第７号 平成２７年度和束町後期高齢者医療特別会計決算について、賛

成の立場から討論いたします。

後期高齢者医療制度は制度創設以来丸８年が経過し、すっかり住民の中に定着した

制度になってきているものと認識しております。
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こうした中で、平成２７年度和束町後期高齢者医療特別会計決算は、歳入総額が

５,７９７万４,０００円で、歳出総額は５,７５２万円となっており、歳入歳出差引

額は４５万４,０００円の黒字であります。

収入の主なものは保険料収入で、収納率は９７.９２％であり、制度の周知と収入

の確保に努めた結果であると理解しております。

また、歳出については、後期高齢者医療広域連合への納付金として町が徴収した保

険料及び被保険者の保険料の軽減分を府と町が負担する保険基盤安定化負担金が主な

もので、いずれも適正な予算執行で行われております。

今後も対象者である高齢者に対する親切丁寧な対応とともに、保険料の徴収に当た

っては特別徴収が原則でありますが、普通徴収の被保険者に対しては口座引き落とし

の勧奨など被保険者の利便性の向上に努めるなど、適切な対応を図っていただくよう

要望し、賛成の討論といたします。

○委員長（竹内きみ代君）

討論を終結いたします。

これより採決いたします。

採決は１件ごとに行います。

認定第１号 平成２７年度和束町一般会計歳入歳出決算については、認定すること

に賛成の方は起立願います。

起立多数です。

したがって、認定第１号 平成２７年度和束町一般会計歳入歳出決算は、認定する

ことに決定しました。

認定第２号 平成２７年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算については、認

定することに賛成の方は起立願います。

起立全員です。

したがって、認定第２号 平成２７年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算は、
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認定することに決定しました。

認定第３号 平成２７年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、

認定することに賛成の方は起立願います。

起立多数です。

したがって、認定第３号 平成２７年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

は、認定することに決定しました。

認定第４号 平成２７年度和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算については、

認定することに賛成の方は起立願います。

起立全員です。

したがって、認定第４号 平成２７年度和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

は、認定することに決定しました。

認定第５号 平成２７年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算については、認

定することに賛成の方は起立願います。

起立多数です。

したがって、認定第５号 平成２７年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算は、

認定することに決定しました。

認定第６号 平成２７年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算については、認定

することに賛成の方は起立願います。

起立多数です。

したがって、認定第６号 平成２７年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算は、

認定することに決定しました。

認定第７号 平成２７年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、

認定することに賛成の方は起立願います。

起立多数です。

したがって、認定第７号 平成２７年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
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算は、認定することに決定しました。

以上で、本特別委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。

委員会審査報告書の作成につきましては、委員長に一任をいただきますようお願い

いたします。

これをもって決算特別委員会を閉会いたします。

なお、議長から報告があり、来る９月２７日午前９時３０分より定例会が本議場で

再開されますので、ご参集くださいますよう通知いたします。

本日はご苦労さまでした。

午後 ５時１５分 閉会
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平成 ２８ 年 １１ 月 ２８ 日

決算特別委員会委員長 竹 内 きみ代


